
社会福祉法人登米市社会福祉協議会

令和３年度～令和７年度（５ヵ年計画）

表紙：令和元年度福祉ふれあい作品
コンクール ポスターの部
入選作品



　 　　 　　 　　　

はじめに

　市民の皆様には、日頃より登米市社会福祉協議会の運営並びに

事業推進につきまして、ご理解いただくとともに、ご支援とご協

力を賜り心より御礼申し上げます。

　平成１７年４月の合併以来１５年が経過し、この間少子高齢化

を始め様々な社会変化により福祉を取り巻く環境も、従来の「支

え手」「受け手」という、いわば縦割りの関係から大きく変わろ

うとしています。

　これからの「福祉」は公的なサービスもさることながら、自助・互助・共助・公助

を基本とした横のつながりを強化した『地域共生社会』の実現を図ることが求められ

ております。すなわち地域住民や多様な主体が参画し、世代や分野の垣根を越えたつ

ながりを重視し「安心して暮らせる地域やまちづくり」「包括的な支援体制の整備」

を構築していくことにほかなりません。

　こうした状況を踏まえ、登米市社会福祉協議会では平成２８年度に策定した「第２

次地域福祉活動計画（平成２９年度～令和２年度　計画期間４年）」の評価・見直し

を行い、社会福祉協議会に求められている役割や機能を再確認し「第３次地域福祉活

動計画」を策定しました。登米市の計画である「第３期登米市地域福祉計画」と連携

し、地域福祉をめぐる課題や社会情勢の変化を踏まえ、第２次の活動計画を基本とし

ながらも、更に発展的に継続させるための目指すべき方向性を示しております。

　第３次地域福祉活動計画を策定するにあたり、様々な分野で活躍されている関係者

で構成する策定委員会を組織し、委員会を中心に市民皆様の意見をいただく機会を設

けるとともに、登米市の地域福祉計画との連携も図りながら、策定を進めてまいりま

した。

　今後は、本計画を広く市民の皆様にお伝えするとともに、計画の基本理念である

「一人ひとりの力を合わせ、みんなの幸せのために」「共に支え合い、誰もが安心し

て暮らせるまちづくり」の実現に向けた活動を、市民の皆様と連携・協働により取り

組んでまいりたいと考えておりますので、より一層のご支援ご協力を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。

　最後に、本計画策定にご尽力いただいた策定委員会委員、ご協力いただきました関

係各位、そして課題把握のために実施したアンケートにご協力いただいた多くの市民

の方々に、心から感謝を申し上げます。
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第３次地域福祉活動計画
第１章 総　論

１．登米市の現状
(1) 人口の状況

　登米市の人口は毎年減少し、平成27年の国勢調査においては、8万人をやや上
回ったものの、令和2年には7万８千人を割ると見込まれています。人口減少は国
全体の経済や社会の存続に直結する大きな課題で、登米市においても社会経済の
担い手の減少を招き、地域の活力や持続可能性を脅かす課題となっています。

■年齢3区分別人口の状況【人数と割合】

資料：平成27年は国勢調査
　　　令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）』

(2) 年齢3区分別人口の状況

　平成27年の年少人口（0～14歳）の割合は11.9％でしたが、令和2年には11.3
％まで下がると見込まれます。これに対し高齢人口（65歳以上）は平成27年の3
1％から35％へと増加し少子高齢化が急激に進行していることが見られます。

平成27年 令和2年(推計) 令和7年(推計)

人口 81,959 77,147 72,216
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登米市人口 【単位：人】

9,726 8,737 7,845
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41,415

36,977

25,315 26,995
27,394
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平成27年 令和2年(推計) 令和7年(推計)

年少人口（0－14歳） 生産年齢（15－64歳） 高齢人口（65歳以上）

77,147
72,216

11.9％

57.1％

31.0％

11.3％

53.7％

35.0％

10.9％

51.2％

37.9％

81,959 【単位：人】
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資料：毎年3月末現在の数値を掲載（宮城県住民基本台帳調べ）

単身 52.7 51.1 50.5

4.7 5.8

51.0 49.6

三人以上 4.0 4.3 5.0
二人 43.2 44.6

17.0
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5,068 5,511
27,254 27,299
平成30年 令和元年 令和2年

(世帯）

27,119 27,144 27,207
5,039

44.5

(3)

(世帯）

資料：毎年3月末現在の数値を掲載（宮城県住民基本台帳調べ）

44.644.3

世帯の状況

全世帯数
平成29年

資料：宮城県高齢者人口調査

■高齢者のみ世帯の割合
平成27年 平成28年

4,615 4,834

(％）

27,249

49.1
45.1
5.8

5,755
(％）

(％）

(％）

　令和2年に全世帯数は減少したものの、高齢者のみの世帯は年々増加しており、
前年と比較すると、244世帯増えています。世帯内訳で多いのは単身世帯で続いて
二人世帯となっています。

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

17.8 18.6 18.7 20.3 21.2

■高齢者のみ世帯の内訳

高齢者のみ世帯

2,433 2,472 2,544 2,584 2,736 2,827

1,996 2,155 2,242 2,247 2,458 2,596

186 207 253 237 317 332

4,615 4,834 5,039 5,068
5,511 5,755
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5,000

6,000

7,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

単身 二人 三人以上 高齢者のみ世帯

【単位：世帯】

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

世帯数 27,119 27,144 27,207 27,254 27,299 27,249

27,000

27,100

27,200

27,300

27,400

登米市世帯数
【単位：世帯】
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住民の主体的な活動でできるもの 行政施策として行うもの

公助
本人や家族での
力で課題を解決
すること

隣近所の方など
お互いの気持ち
で助け合うこと

住民や組織様々
な活動を行う方
が共同して助け
合うこと

行政による支援
や公的な福祉
サービスを提供
すること

2.地域福祉活動計画について

(1) 地域福祉とは
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地域ぐるみの助け合い

自助 互助 共助

それぞれの地域において、誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよ
う、行政・市民・福祉事業者やボランティア・ＮＰＯなど、それぞれが互いに協力し助
け合える社会を実現するための取り組みです。

(2) 地域福祉事業の考え方
地域福祉を進めていくためには住民やボランティア団体・福祉事業者等それぞれが互

いの立場で役割を持ちながら、助け合うことが大切です。その助け合いの視点「自助」
「互助」「共助」「公助」が、重要となってきます。

制度

制度

制度

制度

制度

制度

ｻｰﾋﾞｽ

ｻｰﾋﾞｽ

ｻｰﾋﾞｽ

ｻｰﾋﾞｽ

ｻｰﾋﾞｽ

ｻｰﾋﾞｽ

共
助
・
互
助

公

助

自 助
地 域 資 源

根から受けた養分を基に、寄り添うこと、支え
合うことで太く真っ直ぐな「幹」となる。

宝物

宝物

宝物

宝物 宝物
文化

文化文化

文化

文化

伝統

伝統

伝統

伝統

伝統

住民一人ひとりが「宝」であり、地域を支える
「根」として、深く広がる（育つ）ことでしっか
りとした土台となる。

『共助・互助』を支える土台。
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(3) 地域福祉計画とは

 社会福祉法第107条の規定に基づき策定する⾏政の計画であり、市町村が地域福祉

の推進に関する事項として次に揚げる事項を一体的に定める計画です。

  ①地域における福祉サービスの適切な利⽤の推進に関する事項

  ②地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

  ③地域福祉に関する活動への住⺠の参加の促進に関する事項

地域福祉計画・他の計画と地域福祉活動計画の関係性

・支援

・推進

国
・

県
の

関
連

計
画

連携

登
米

市
地

域
福
祉

活
動
計
画

障
が
い
者
プ
ラ
ン

高
齢

者
福

祉
計

画
・

介
護

保
険
事

業
計

画

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
計
画

元
気

と
め

食
育

計
画

登米市総合計画

【 まちづくりの基本理念 協働による登米市の持続的な発展 】

基本施策１ ⽣きる⼒と創造⼒を養い⾃ら学び⼈が「そだつ」まちづくり

基本施策２ 安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に「いきる」まちづくり

連携

登米市地域福祉計画

※登米市地域福祉計画第8期にある「計画の位

置づけ」と同様のものを表記しております。
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　しかし、近年急激な少子高齢化や核家族化、そして、
人口減少社会の到来、孤立や貧困問題の深刻化、自然災
害の増加等を背景に地域における福祉ニーズは複雑・多
様化してきています。
　国では、現在の多様な社会問題に対応すべく、「地域
共生社会」の実現を目指し、「他人事」になりがちな地
域づくりを、住民が「我が事」として主体的に取り組む
仕組みづくりを進め、市町村では、その地域づくりの支
援と、地域での課題を公的なサービスにつなげていくた
めに、縦割りではなく「丸ごと」の総合相談支援体制の
推進が図られ、新たな支え合いの体制整備が進められて
いる状況にあります。
　この様な中で、積極的に地域との関わりを持ちなが
ら、地域コミュニティの再構築や人づくりに力点を置く
ため第3次地域福祉活動計画を策定します。
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　地域福祉の中核を担う社協が呼びかけ、地域住民や関係機関・団体などが協力し合い地域
が抱える生活課題や福祉課題の解決を目指す必要があり、地域住民が主体となって取り組ん
でいく、民間の活動計画・行動計画です。
　また、地域福祉活動の具体的な内容を福祉のまちづくりへと発展させていくためでもあ
り、住民の立場、民間の立場でどこまで役割を担えるかを明確にする計画でもあります。

　登米市社会福祉協議会は平成17年4月1日に旧登米郡の8町と旧本吉郡の津山町、9町の社
会福祉協議会が合併し設立されました。市町村社会福祉協議会は社会福祉法第109条で地域
福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられており、本会もその目的を達成
するため「一人ひとりの力を合わせ　みんなの幸せのために」を基本理念としました。
　市民の皆様をはじめ、行政、企業、関係機関や各種福祉団体の参画と協働のもと、地域福
祉活動を積極的に推進し、平成21年度には住民主体の「第1次登米市社会福祉協議会地域福
祉活動計画（前期計画：平成21年度～24年度・後期計画：平成25年度から28年度）を策定
しました。
　平成28年度には第2次計画を策定し、第1次計画の目標に添いながら、さらに住民自らの住
む地域の福祉課題に「きづき」、住民一人ひとりの絆を深め「つながり」のある関係性で活
動の輪を広げ、多くの人たちでお互いに「ささえあい」を行うことが地域福祉活動の推進に
つながると考え、これらを基本目標に定め取り組んでまいりました。（「きづき」「つなが
り」「ささえあい」は第2次計画基本目標です。）

(4) 地域福祉活動計画とは

(5) 地域福祉活動計画の背景
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(6)

　かつての日本では地域の相互扶助や家族同士の助け合いにより人々の暮らしがささえられ
てきました。しかし近年の急激な少子高齢化・人口減少、また、単身高齢者や高齢者世帯の
増加、住民同士の関係の希薄化等、地域の状況の変化により地域住民同士のつながりや、助
け合いが脆弱化しつつあります。そういった中で生活をめぐる環境も大きく変化し、何らか
の課題を抱える人が、地域の中で多くなってきました。
　こういった生活の変化に対応するため従来の制度・分野ごとの『縦割り』や『支え手』
『受け手』という関係を超えて、住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と
人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと
生きがいの持てる地域を共に創っていく社会への改革を目指す考え方です。

地域共生社会の考え方
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〇地域課題の解決力の強化
〇地域を基盤とする包括的支援の強化

【公的支援の縦割りから丸ごとへの転換】

※引用：厚生労働省「地域共生社会」の実現に向けて．１「地域共生社会」を提案する背景

*平成29年2月7日厚生労働省「我が事・丸ごと」地域社会実現本部決定

〇地域丸ごとのつながりの強化
〇専門人材の機能強化・最大活用

◯個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援。
◯人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス
　提供の支援。

【我が事・丸ごとの地域づくりを育む仕組みへの転換】

◯住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生
　きがいを生み出す。
◯地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生
　み出す。

― 改革の背景と方向性 ―

― 改 革 の 骨 格 ―

生活に身近な地域において、住民が世代や
背景を超えてつながり、相互に役割を持ち、
「支え手」「受け手」という関係を超えて支
え合う取組を育んでいきます。

解決力

共
生
社
会
実
現 解

決

力

（実現に向けた工程）

包
括
的
支
援

専
門
人
材
強
化

つ
な
が
り

地域包括ケアの理念を普遍化し、高齢者の
みならず、生活上の困難を抱える障害者や子
どもたちが地域において自立した生活を送る
ことができるよう、地域住民による支え合い
と公的支援が連動し、地域を『丸ごと』支え
る包括的な支援体制を構築し、切れ目のない
支援を実現していきます。

包括的支援

社会・経済活動の基盤でもある地域におい
て、社会保障・産業などの領域を超えてつな
がり、人々の多様なニーズに応えると同時に、
資源の有効活用や活性化を実現するという
「循環」を生み出していくことで、人々の暮
らしと地域社会の双方を支えていきます。

住民とともに地域をつくり、また、人々の多様
なニーズを把握し、地域生活の中で本人に寄り
添って支援をしていく観点から、専門性の確保に
配慮しつつ養成課程のあり方を見直すことで、保
健医療福祉の各資格を通じた基礎的な知識や素養
を身につけた専門人材を養成していきます。

つながり

専門人材

地
域
共
生
社
会
の
実
現
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計
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○令和３年度～令和７年度まで５か年計画

(8) 地域福祉活動計画表の構成

(7) 地域福祉活動計画の期間

（P）計画の策定　　課題を発見・共有し地域の課題解決の方向性を見出します。
（D）計画の実行　　計画を実施し、具体的な行動と実践活動に取り組みます。
（C）点検・評価　　計画の達成状況、施策の進捗状況について評価します。
（A）見直・改善　　評価結果を踏まえ、必要に応じて改善(継続・修正・廃止)を行います。

＊第2次計画評価については各支所ごとの評価の平均を数値化し記載しています。
＊進行管理のため「PDCAサイクル」によって計画の目的や目標達成に向けた取り組みを進め
　ます。
＊計画期間中には随時モニタリング等を行い、中間評価として各種委員会の意見を聴取します。
　必要に応じ計画のローリング又は、変更ができるものとします。

第２次計画終了時の評価
A・・達成91～100％
B・・概ね達成81～90％
C・・継続51～80％
D・・未達成21～50％
E・・未実施20％以下

第２次計画終了時の課題と
反省を記載しています
（令和2年11月時点）

数値化して表
せるものは表
してます

指標は目的
達成のため
の評価基準

それぞれの立場で目的達成のために
できることを記載しています

第２次計画を
評価した基準

反省を踏まえ、目標達成のため第３
次計画の取り組みを記載しています

＊は、登米市社協の
事業内容の説明とし
ています

目標・テーマごとに
色分けし、見やすい
ようにしています
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第
2
章
　
基
本
理
念
と
基
本
目
標

基本目標

第２章

(1) 基本理念

『一人ひとりの力を合わせみんなの幸せのために』
～共に支え合い誰もが安心して暮らせるまちづくり～

　登米市に暮らす子どもや若者から高齢者まで、だれもが登米市の風土を大切にし、
健康で登米市民であることを誇りに思う福祉の地域づくりを目指し、第3次登米市地
域福祉活動計画の基本目標を次のものとします。

基本理念と基本目標

(2)

目標② 安心できる福祉サービスの充実
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基本理念 基本目標 推進テーマ

第３章 基本計画に基づく実施計画 地域福祉活動計画の体系図

一
人
ひ
と
り
の
力
を
合
わ
せ
み
ん
な
の
幸
せ
の
た
め
に

（１）地域づくり

・地域福祉実践者との連携
・小地域福祉活動の推進

（１）高齢者福祉事業の充実

（３）情報の提供

・高齢者の健康、生きがいづくりの促進

・総合相談支援活動の強化

住民が主体的に活動するま

ちづくりの推進

目標①

安心できる福祉サービスの

充実

目標②

だれもが暮らしやすい総合

的な福祉の向上

目標③

（２）担い手の育成

（２）介護保険事業の充実

（４）障がい福祉事業の充実

（３）子育て支援事業の充実

（２）生活支援の強化

（１）総合相談機能の充実

・ボランティアが活躍する場の提供
・次世代のボランティア人材の育成

・身近な場所で受けられる介護サービスの普及
・安心できるサービスの提供

・子育てボランティア・グループの育成支援
・親子交流事業の開催

・障がいがあっても安心できる体制づくり
・障がいのある人と共に働ける環境づくり

・課題解決の強化

・広報啓発、情報提供の充実

（４）暮らしやすい環境の整備

・指定管理施設の適正な運営
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● 理　　念・・・計画全体が目指す概念
● 目　　標・・・理念を実現するため基本となる目標
● 推進テーマ・・目標達成のため推進していく重点課題
● 推進事業・・・推進するための登米市社協の具体的事業名

推進事業

○地区委員会
○小地域ネットワーク活動
○福祉活動推進員研修会
○地域福祉教育推進事業

○高齢者会食会
○緊急時連絡版・カード発行事業
○配食サービス事業（市受託事業）
○外出支援サービス事業（市受託事業）
○生きがい対応デイサービス事業（市受託事業）
○ミニデイサービス・シニアサロン事業（市受託事業）
○軽度生活支援事業（市受託事業）
○高齢者趣味活動支援事業

○生活相談・法律相談
○福祉サービス苦情解決第三者委員会

○ボランティアセンター運営（災害ボランティアセンター運営）
○ボランティア協力校指定事業
○福祉体験学習講座（小学生向け）
○Ｊボラ体験隊～ボランティアパークinとめ～（中・高校生向け）
○福祉学習プログラムの体系化と運用
○ライフアップ講座
○災害ボランティア研修会
○和話輪推進研修（登米市共催事業）

○居宅介護支援事業
○デイサービス事業
○訪問介護事業
○認知症高齢者共同生活介護（グループホーム）
○地域密着型特別養護老人ホーム
○特別養護老人ホームショートステイ
○地域包括支援センター（市受託事業）
○家族介護支援事業（市受託事業）
○家族介護支援レスパイト事業（市受託事業）
○大規模災害への対応

○地域ささえあい事業（子育て支援金事業）
○親子交流事業

○スポーツ・レクリエーション活動
○障害者生活介護（障がい者デイサービス）
○福祉作業所
○障害者ケアホーム
○障害者訪問介護
○大規模災害への対応

○日常生活自立支援事業『まもりーぶ』（県社協受託事業）
○生活支援体制整備事業（市受託事業）
○生活安定資金貸付事業
○生活福祉資金貸付事業（県社協管轄）
○地域ささえあい事業

○社協だより・支所だより発行事業
○ホームページ・ＳＮＳの効果的活用

○指定管理施設運営事業
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第３章　基本計画に基づく実施計画

（1）地域づくり

第2次計画時の成果と課題
【成果】
　地域活動に関する諸課題を地区委員を始めとする主
たる会議へ提示したことで、小地域での福祉活動をよ
り実践できる機会が増えた。また、小地域ネットワー
ク事業においては、台帳整備を行い支援を必要とする
方の実態を把握をすることができた。

 【課題】
　小地域での地域課題に関する取り組みは増えたもの
の、社協役員や地区関係者との十分な議論をする機会
が少なかった。

基本目標1

推進テーマ  
・地域福祉実践者との連携
・小地域福祉活動の推進

住民が主体的に活動するまちづくりの推進

　
推
進
テ
ー
マ
　
（
1

）
地
域
づ
く
り

　台帳を活用し、対象者
の把握に努める。
　地域内において自然な
活動が展開されており、
引き続き把握に努めると
共に、情報を地区アセス
メントシート（生活支援
体制整備事業）に整備
し、Ｅコミマップに反映
させ、関係機関との共有
を図る。

目標 第3次計画終了時

　地域課題について調査
し、課題解決に向けて協
議・検討を行う。

　委員会を開
催する都度、
委員それぞれ
が社協事業の
見直しや、地
域課題を提案
し、解決に向
け協議・検討
できるように
なる

　
第
3
章
　
基
本
計
画
に
基
づ
く
実
施
計
画

＊登米市社協の各支所に配置し、当該地域の
総合的な地域福祉の充実と発展のための施策
や社協事業推進の評価について協議する場。

小地域ネットワーク活動

＊日常生活の中で何らかの支援（例：声掛
け、話し相手など）を必要としている方々に
対し、隣近所や友人、ボランティアなどの小
地域(例：行政区の各班)単位で関係機関と協
力しながら、住民が自分たちでできる助け合
い活動。

推進事業

地区委員会 　地区委員会で社協
事業の見直しや地域
課題を提案し、解決
していく。
（提案協議、各支所
年1回以上）

指標評価基準

第2次計画評価

B

　全行政区展開。
（未実施地区には継
続的に周知・啓発）
　社協、行政、包括
などの関係団体との
情報共有及び連絡体
制の構築。
　行政と連携し、高
齢者の孤立、引きこ
もり等の社会参加を
促す。

各町域
ネット数
100ネッ
ト

第2次計画評価

各地区理
事会への
年間提言
数
（1件）

評価基準

B

全行政区展開
（302行政区）
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推
進
テ
ー
マ
　
（
1
）
地
域
づ
く
り

＊市内各行政区に数名の福祉活動推進員を委
嘱し、地域福祉活動を推進していただくため
の研修会を開催。

　地域内の福祉力アッ
プ、住民同士のつながり
を再構築することを目標
に、地域内活動の活性化
が図られるきっかけとな
る事業として推進。
　アンケート結果を基
に、住民ニーズに応じた
事業へ見直しを図る。

　
　全行政区申
請・助成
（302行政区）

　全行政区で実施
し、地域内の福祉力
を高め、住民互助の
つながりづくりの継
続と再構築を図る。

　地域に携われる地
域福祉実践者として
の位置づけを確立
し、そのための人材
育成研修を行う。
（年４回）

　社協事業のよき理解者
となり地域と社協のパイ
プ役として、地域の課題
発掘を担ってもらえるよ
うにしていく。

　民生委員児
童委員と協力
しながら、福
祉活動を推進
していくため
の人材育成を
図る

福祉活動推進員研修会

第3次計画での重点的取り組み
　それぞれの地区課題について、住民と目線を合わせながら課題解決に向けた積極的な取り組みが出来るよ
うに、住民、役職員一丸となった地域福祉の連携を図っていきます。そのための担い手育成も十分に行い、
福祉育成の意識の啓発を図ります。

地域住民・地域組織等の役割
　社協や行政が実施する研修会や講座に積極的に参加
します。
　住民自らが興味・関心を持ち、気軽に楽しみながら
参加できる取り組みを考え、交流の機会づくりを進め
ます。

　市全体また地域の福祉推進に反映させるため地区委
員会や福祉活動推進員会議・研修会を開催します。
　住民が興味・関心のある活動の提供と相談業務を行
います。
　地域に出向き、地域との連携や信頼関係の強化。ま
た、地域の課題吸い上げと課題解決に努めます。

社会福祉協議会の役割

推進事業 評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

B

評価基準

年2回

第2次計画評価

地域福祉教育推進事業

＊地域のすべての世代が様々な活動を通し日
常的に関われる場をつくり、互いに学び、地
域課題等を見つけながら地域に根付いたまち
づくりを行う事業。

第2次計画評価

Ｃ

普及率
100%

-12-

− 12−

第
３
章　

基
本
計
画
に
基
づ
く
実
施
計
画

推
進
テ
ー
マ　

（
１
）
地
域
づ
く
り



　
　
第
3
章
　
基
本
計
画
に
基
づ
く
実
施
計
画

　
推
進
テ
ー
マ
　
（
2

）
担
い
手
の
育
成

【成果】
　社協だより、支所だより、ホームページ、フェイス
ブック等で周知・啓発を行った結果、参加者の顔ぶれ
が変わり、新たな参加者の増加につながった。
　また、施設等との調整会議を行い、「活躍の場づく
り」へとつなげることができた。

 【課題】
　ボランティアの参加者の固定化や高年齢化に伴い、
次の世代のボランティア参加、巻き込みを促す必要性
を感じる。
　各種講座から派生した自主団体と既存のボランティ
ア団体への支援の在り方について、統一した助成方法
等の検討が必要。
　平時だけでなく、災害時にも協力いただけるボラン
ティアの育成が急務。

推進事業

ボランティアセンター運営（災
害ボランティアセンター運営）

評価基準
　社協と学校がつなが
り、福祉学習を進められ
るよう、助成金交付に留
まらず福祉学習プログラ
ムを活用し「福祉」に関
する学習の強化を図る。

　市内全小・中・高
校35校の指定をし、
体験学習を通じて福
祉意識、ボランティ
ア意識の高揚につな
げる。また、学校と
連携し要望に沿った
福祉教育事業の企画
と提供を行う。

市内全
小・中・
高校指定

第2次計画評価

Ｂ

ボランティア協力校指定事業

＊高齢者や障がい者等との交流や福祉活動又
はボランティア活動を体験することにより、
子どもたちがさまざまな人々を自然に受け入
れ、交流できる態度や福祉への関心を育むこ
とを目的とした活動を行う学校を指定。

＊ボランティアセンターは、ボランティア活
動の推進役としてボランティアの育成（例：
Ｊボラ体験隊、ライフアップ講座等）・斡
旋・紹介・相談等の取り組みを行う。また、
災害時には市町村社協に災害ボランティアセ
ンターが設置され、全国各地から訪れるボラ
ンティアの受け入れ、ニーズ調査、ボラン
ティアの派遣調整等により被災者支援を行
う。

推進テーマ  

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

活動の場
の提供数
400回

　中年層（40～50代）の
巻き込み、及び人材育成
を行う。
　自主活動へ移行したボ
ランティア団体支援。

　「いつでも、どこ
でも、誰でも」ボラ
ンティアに参加でき
る体制を構築。
　基幹となるボラン
ティアセンター運営
を目指す。

第2次計画評価

Ｂ

（2）担い手の育成
・ボランティアが活動する場の推進
・次世代のボランティア人材の育成

第2次計画時の成果と課題

中年層及び新
規ボランティア
の参加

企業ボラン
ティアの育成

ボランティア
団体への公平な
助成

市内全小・
中・高校指定
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　受講生が地域でボ
ランティア活動を
し、広めることによ
り、ボランティア育
成につなげ、自分自
身の生きがいづくり
となる。

　市内全中・高校13
校へ参加者募集のた
め学校へのアプロー
チ。
　希望する体験全て
に参加できる体制を
構築し、参加者の目
標達成を図る。

  プログラムに沿っ
た福祉学習を実践
し、地域に貢献でき
る人材育成を行う。

福祉学習プログラムの体系化と
運用

＊福祉教育用に様々なプログラムを作成し、
学校等に紹介。

ライフアップ講座

＊ボランティア活動に興味を示す住民を対象
にしたボランティア講座。

ボラン
ティア登
録率

活用の推
進

第2次計画評価

Ｂ

第2次計画評価

市内全小
学校から
の参加

Ｃ

　定期的にプ
ログラムを見
直し、学校・
地域・企業で
も活用しても
らう

第2次計画評価

Ｂ

第2次計画評価

Ｂ

評価基準
　講座を受講することに
より、自分自身のスキル
アップを図り、ボラン
ティアとして活動できる
機会を設ける。

　ボランティ
ア登録率
　（50％）

評価基準
  福祉学習プログラムを活
用し、普段の生活で学ぶ
機会が少ない福祉につい
て、住民一人ひとりが理
解を深める機会を設け
る。

推進事業

福祉体験学習講座
（小学生向け）

＊小学生を対象に、福祉に関する体験会・学
習会を開催。（例：盲導犬体験、24時間街頭
募金、ユニセフ講座、防災学習等）

Ｊボラ体験隊~ボランティア
パーク㏌とめ~
（中・高校生向け）

＊福祉の職場やボランティア活動の体験を通
し、自立心や社会性を育む機会を設けること
を目的とした事業。（例：保育所・幼稚園・
障がい者施設・福祉施設等での職場体験や街
角クリーン作戦、イベント・盲導犬募金・手
話・点字講座等）

評価基準
　生徒一人ひとりが自ら
意欲的に体験できるよ
う、ニーズに合わせたプ
ログラム内容の企画を通
して、次世代の担い手と
しての意識づけを行い、
福祉への理解を深める。

市内全
中・高校
からの参
加

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

　市内の多くの小学生に
福祉学習の入り口として
学ぶ機会を設ける。

　市内全小学校22校
と連携を図り、福祉
教育を楽しみながら
学ぶ内容を企画し、
多くの参加者を募
る。

市内全小学校
からの参加

市内全中・高
校からの参加
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指標 目標 第3次計画終了時

若い世代
の参加率

災害ボランティア研修会

＊災害発生時のボランティア活動を効率よく
推進するための研修。（例：災害予防に関す
るボランティアの養成や市民向け防災教育訓
練等）

推進事業 評価基準

　年6回

第3次計画での重点的取り組み
　『住民みんながボランティア』を目指し、「いつでも、どこでも、誰でも」ボランティアに参加できるよ
う、住民の基幹となるボランティアセンター運営を目指します。
　また、防災に対する意識の醸成や地域防災力の向上とともに、災害時におけるセンターの運営並びにボラ
ンティア協力者の育成を図るため、研修会を開催し、有事の際に主力となる企業・団体等のボランティア登
録を促します。

地域住民・地域組織等の役割
　各種講座を受講し身に付けた知識を地域で発揮しま
す。
　興味や関心のある講座には進んで参加します。
　地域や社協で行う防災訓練に進んで参加し自主防災
組織など住民と交流し災害時に備えます。
　広報誌やホームページから情報収集に努めます。

社会福祉協議会の役割
　各種講座等の機会を活用し担い手育成の仕組みづく
りを行います。
　新たな担い手（若い世代）が気軽に参加したくなる
楽しみのある機会づくりを進めます。
　地域における人材確保・育成に向けた活動に対し必
要な情報提供や企画、開催支援を行い、また担い手の
相談対応を行います。
　学校関係者に向けた、福祉教育・体験のPR活動の
充実に努めます。
　災害時には行政と連携し災害ボランティアセンター
の運営を円滑に進めます。

  災害時にも協力してもら
える個人ボランティアや
企業ボランティア等の育
成を図る研修会を開催す
る。

  企業、団体等の研
修会の参加を募る。
災害ボランティア登
録者台帳の整備。

　職員や専門職がい
なくても地域で活躍
できるリーダーをよ
り多く育成する。

第2次計画評価

A

評価基準

Ｂ

第2次計画評価

  育成訓練
　（年1回）

定期的開
催とリー
ダー育成

和話輪推進研修会（登米市共催
事業）

＊地域のリーダー育成として、自身の健康保
持から人へ伝えることを学ぶ研修。

地域のリーダーとなる
人材を育成するために、
人材の掘り起こしを行う。
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評価基準
   緊急時連絡版について
は関係機関の発行状況を
調査し、今後の事業の進
め方について見直しを図
る。カードについては行
政で発行しているヘルプ
カードとの統一化に向け
て検討する。

　年度更新
　（年1回）

   関係機関と連携を
図り年度更新を図っ
ていく。また、市全
体での活用方法の統
一、住民への事業の
周知を行う。第2次計画評価

D

＊緊急時の身元把握と家族への迅速な連絡を
図るため65歳以上の希望者に発行。

   新規参加者の増、年間
開催回数及び、参加率を
増やす。

   対象者の状況把
握、見守り等情報共
有ができ、ボラン
ティアの協力での事
業実施。第2次計画評価

B

高齢者会食会

＊65歳以上の単身高齢者・高齢者世帯の方を
対象に社会参加と交流を目的とした事業。

緊急時連絡版・カード発行事業

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

基本目標2

推進テーマ  

安心できる福祉サービスの充実

（1）高齢者福祉事業の充実
高齢者の健康、生きがいづくりの促進

第2次計画時の成果と課題
【成果】
   地域特性、個人の希望等に合わせた事業展開を行
えるよう行政区長や民生委員児童委員等との連携を深
め、実施することができた。
　男性の参加を促す事業を積極的に企画することがで
き、これまで社協との関わりのなかった方の参加が見
られた。また、各種ボランティア活動につなげること
ができた。

 【課題】
    参加者、利用者が固定化されてきており、企画に
対してもマンネリ化してきたところがある。
　高齢化が進み、地域ごとの特性もあり、事業実施に
も格差が生まれたと感じられる。各町域でバランスの
取れた事業展開を図る必要性がある。

推進事業

各町域の
開催数
（年2回）

更新
（年1回）

開催回数の増
（年4回）
対象者数の10

％以上の参加率
を目指す

-16-

− 16−

第
３
章　

基
本
計
画
に
基
づ
く
実
施
計
画

推
進
テ
ー
マ　

（
１
）
高
齢
者
福
祉
事
業
の
充
実



＊要介護認定者を除いた65歳以上の単身世
帯、高齢者のみ世帯または日中単身となる方
を対象に、健康増進、交流等を目的に実施す
るサービス。（市への登録が必要）

評価基準

   安定した食を提供でき
る体制づくりを行い、利
用者満足度をあげる。

    関係機関と情報共
有し、食の確保と見
守り体制を構築。

第2次計画評価

Ｃ

   在宅の歩行困難な方、
障がい者等の社会参加や
通院等の移動手段の確保
を図る。

   申請率
　（100％）

   保有車両の有効な
運行を行い、利用者
の社会参加と生活の
活性化を図る。

第2次計画評価

Ｂ

希望達成
度

外出支援サービス事業（市受託
事業）

＊在宅で歩行困難な障害者及び公共交通機関
の利用が困難な方に対し、福祉車両を運行ま
たは貸し出しするサービス。（市への登録が
必要）

生きがい対応デイサービス事業
（市受託事業）

全行政区
での集い
場の開催

第2次計画評価

Ｃ

評価基準
   介護予防の一助を
担う。
（令和4年度事業終
了予定）

利用者の
満足度と
安定した
運営

第2次計画評価

Ｂ

配食サービス事業(市受託事
業）

＊調理が困難な65歳以上の単身世帯、高齢者
のみ世帯等を対象。栄養バランスのとれた食
事（お弁当）を調理し、居宅に配達する際に
安否確認を行うことで、高齢者の自立した生
活の維持を支援するサービス。（市への登録
が必要）

　
第
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ミニデイサービス・シニアサロ
ン事業（市受託事業）

＊市内に住所を有する65歳以上の高齢者を対
象。集会所等を利用し、介護予防と心身機能
の維持・向上及び社会参加の促進を住民主体
で行う事業。
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評価基準
   未開催地区でのミニデ
イサービスシニアサロン
事業の説明、行政区長へ
の働きかけ、ボランティ
ア（お世話人）を担う人
材発掘を行う。

   一人でも多くの要介護
者にならないようなサー
ビスを提供し、年間利用
者数を増やす。

   住民主体による集
いの場を展開できる
ように、行政区長、
ボランティア等と連
携を強化し、介護予
防に努める。
  情報収集を行い、
地域課題を生活支援
につなげる。

推進事業 評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

希望者の
満足度と
安定した
運営

利用者の食の
確保による健康
維持と安心して
暮らせる見守り
づくり
（利用者満足度
95％以上）

利用者の自立
を援助するサー
ビスの提供

ミニデイサー
ビスもしくはシ
ニアサロンの月2
回以上の実施
（全302行政区）
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  生きがい・体力づくりの
促進につながる企画内容
の立案。
  サークル化につながる企
画内容の立案。

   全町域で高
齢者趣味活動
の新規開催と
促進

   趣味活動からボラ
ンティア活動、生活
支援に繋げられるよ
うな支援を行う。

第2次計画評価

Ｃ

評価基準

   在宅のひとり暮らし高
齢者等に対し、家事等の
軽易な生活援助や健康に
関する助言等を行い、自
立した生活の継続を可能
にする。

   介護予防の一助を
担う。
（R4年度事業終了予
定）

第2次計画評価

Ｂ

第3次計画での重点的取り組み

　
推
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マ
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）
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評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

利用者の
自立を援
助する
サービス
の提供

全町域で
高齢者趣
味活動の
新規開催
と促進

高齢者趣味活動支援事業

＊高齢者の生きがいと体力づくり、社会参加
を目的とした各種教室を実施。(例：各種ス
ポーツ、生け花、料理、陶芸、健康麻雀、パ
ソコン)

軽度生活援助事業（市受託事
業）

＊要介護認定者を除いた65歳以上のひとり暮
らし高齢者又は高齢者のみの世帯に対し、軽
易な日常生活上の援助を行うことにより、在
宅での自立した生活の維持を可能にすること
を目的とした事業。（市への登録が必要）

推進事業

   民生委員児童委員や地域の代表者等との連携を図り、新規の利用者参加者の増を目指します。
受託事業の継続、中止等については、早期に市と協議を進めていきます。
  受託事業のミニデイサービス・シニアサロン事業を中心に、地域や人とのつながりを深め、地域と社協、
関係機関が連携し合い、情報を共有し、事業へと反映させていきます。また、各種事業への波及も期待でき
るため事業実施結果を振り返り、得られたことを他の事業へと活かしていきます。

地域住民・地域組織等の役割
   高齢者の生きがいづくり、健康増進に努めるた
め、住民同士が地域での情報交換を行い、各種事業へ
の参加、各種サービスの利用を勧めていきます。ま
た、自らの健康増進に努めます。

社会福祉協議会の役割
   関係機関や住民との情報交換を行い、ニーズに
合った事業を展開し、必要としている方へサービス提
供を行います。
   行政区長や民生委員児童委員と話し合い、新規利
用者、参加者を増やします。
   新たな事業内容の提案を行い、住民主体による生
きがい・体力づくりの支援を行います。
   閉じこもりがちな高齢者に対し積極的な介護予防
を促進します。
   高齢者が元気に生きがいを持った自立生活が送れ
るよう「集いの場」を提供します。

利用者の自立
を援助するサー
ビスの提供
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推進テーマ  

   利用者の立場に立った
対応を行うことで相談・
依頼が増える。

   給付管理上
限件数(1人:35
件)の93%

   公正・中立な立場
で複雑多岐な問題を
抱えた利用者及び家
族への適切な支援を
行う。

第2次計画評価

B

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

・身近な場所で受けられる介護サービスの普及
・安心できるサービスの提供

第2次計画時の成果と課題
【成果】
   利用者の減少が進むデイサービスにおいて地域密
着型へ移行することで増収が図られた。
   訪問介護事業、ショートステイは需要に合わせて
積極的に受け入れることで実績が上がった。
   受託事業においては、行政の要望に応えることが
できた。
   訪問入浴事業 H29年1月、認知症対応型デイサービ
スH28年3月事業廃止。

 【課題】
   介護職員の定着と専門性の向上。
   利用者獲得に向けた事業所間の競争（デイサービ
ス、施設）が進んでおり、収益性を高めた事業経営の
在り方の検討が必要。

推進事業

居宅介護支援事業

   社会的孤立の解消及び
心身機能の維持と利用者
家族の介護負担の軽減を
図る。

　利用率
　　90%

   自立支援を基本と
したサービス提供が
継続され、生活を豊
かにする支援を行
い、利用率を上げ
る。

評価基準　
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（2）介護保険事業の充実

第2次計画評価

C

＊介護支援専門員を配置し、利用者が最適な
介護サービスを受けられるよう相談に応じ、
各介護サービス提供者とサービスの調整を図
る事業所。

デイサービス事業

＊介護保険認定（要支援・要介護）を受けた
方へ、能力に応じ日常生活の世話、機能訓練
などを提供、心身機能の維持、並びに利用者
の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る
事業。

利用率
85%

給付管理
上限件数
(1人:35
件)100％
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推進事業

認知症高齢者共同生活介護（グ
ループホーム）

＊5～9人を1ユニットとして、最大２ユニット
までの入居者が家庭的な雰囲気の中で、介護
サービスを受けながら、残された能力を生か
し、お互いに助け合いながら暮らす施設。

特別養護老人ホームショートス
テイ

＊市内外問わず、65歳以上で「要支援」「要
介護」と認定された方が対象。在宅介護中の
高齢者の心身の状況や病状に合わせ、介護す
る方の介護負担軽減や一時的に介護ができな
い時、短期間施設に入所し、日常生活全般の
介護を受けることができるサービスのこと
で、（県指定）

地域密着型特別養護老人ホーム

＊入所対象者は、原則要介護3以上で65歳以上
の高齢者の方。地域密着型であるので、当該
市町村に居住する住民のみが利用可能施設。
（市指定）

評価基準
　安全、安心な環境の下
で、利用者の立場に立っ
た適切な処遇を行う。

　長期入所率
　　99%

A

第2次計画評価

長期入所
率99％

　短期入所率
　　95%短期入所

率95％

A

入居率
95％

   家庭的な環境と住民と
の交流の下で自分らしい
生活が送られる。

　入居率
　　99%

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

第2次計画評価

A

   自分らしい生活を
おくるために、一人
ひとりの思いや生き
方を尊重した居場所
をつくる。

   ニーズ対応
　　100%

評価基準

第2次計画評価

A

稼働率
100％

訪問介護事業

＊要介護者の心身の特性を踏まえて、その有
する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
が出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、そ
の他の生活全般にわたる援助を行う。身体介
護、生活援助、その他必要に応じて日常生活
上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言
を行う事業。

　地域との絆を大切
にして、笑顔で居心
地の良い暮らしをつ
くり、生活の質の向
上を図る。

評価基準
　在宅生活が継続で
きるよう、利用者の
心身機能の維持と利
用者家族の介護負担
の軽減を図る。

第2次計画評価

可能な限りその居宅にお
いて生活が継続できる。

効率的なサービ
ス提供と体制を見
直し、信頼と選択
されるサービス事
業所を目指す。

利用者の意向に
沿ったサービスの
提供。

利用者家族の介護負担の
軽減と在宅生活の継続。
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A

第2次計画評価

指標

家族介護支援レスパイト事業
（市受託事業）

＊在宅の要援護高齢者等の家族介護が、緊急
の事由等（病気や事故など）により介護がで
きなくなった場合、養護者に代わって対象者
を一時的に介護しています。（石越：グルー
プホーム「ほほえみ」で実施。）

家族介護支援事業（市受託事
業）

＊在宅でおおむね1年以上寝たきり又は認知症
高齢者を介護する家族介護者に対し、介護技
術の向上また身体的・精神的負担の軽減を図
ることを目的とした事業。

地域包括支援センター（市受託
事業）

＊平成18年度の介護保険法改正により設けら
れた、高齢者への包括的支援を行う機関で
す。地域の高齢者の実態把握や虐待防止など
の権利擁護を含む総合相談窓口の機能を持
ち、介護予防ケアマネジメントや、包括的で
継続的なケアマネジメントを基本機能とし、
保健師、社会福祉士、主任介護専門員といっ
た専門職で構成されている。(ケアマネジメン
ト…介護等の福祉分野で、福祉や医療などの
サービスと、それを必要とする人の要望をつ
なぐ手法。)

推進事業 目標

A

第2次計画評価

受け入れ
率100％

評価基準
   要望に合わせた受け入
れ態勢をつくる。

   気軽に相談できる
場所をつくり、その
人が地域に住み続け
ることができる支援
を継続していきなが
ら、地域包括ケア体
制の推進、構築を目
指す。

　受け入れ率
　　100%

   支援を必要として
いる方を継続した受
け入れ態勢を保つ。

評価基準
   介護者の心身負担を軽
減すべく介護教室等を開
催する。

   参加者の満
足度と対象参
加者を増やす

参加者の
満足度と
対象者参
加者の増

第2次計画評価

   地域で安心して生活が
おくれる包括的支援。
   自立支援、公正・中立
を基本とし、センターと
しての役割を果たす。

Ｃ

高齢者等
が抱える
生活課題
の早期対
応

第3次計画終了時評価基準

高齢者等が
抱える生活課
題へ早期対応

事業推進方法につ
いて市と協議検討し、
事業目的に沿った事業
展開を目指す。
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第3次計画での重点的取り組み
   利用者の自立支援を基本に、良質なサービス提供による利用者の満足度を高め、制度の狭間で困窮する方
への対応、感染症対策など、地域の中で選ばれる事業所づくりを進めます。また、介護職員の育成、定着へ
の取り組みを進め、地域の将来像を見据えた適正な事業展開を進めていきます。

社会福祉協議会の役割
 

地域住民・地域組織等の役割
   高齢者や介護者の孤立等を防ぐため、誰もが安心
して生活ができるよう、近所の方へ声がけや見守りな
どを進め、地域との結びつきを強化します。
   施設ボランティア活動に積極的に参加するなど自
らの生きがいづくりにしていきます。
   介護保険制度が学べる講座等に、積極的に参加し
ます。

評価基準 目標 第3次計画終了時指標

訓練の実
施（各事
業所年2
回）

大規模災害への対応

推進事業

   災害別対応マニュアル
の整備と訓練の実施。
（各事業所年2回）

第2次計画評価

A

利用者の安
全確保と福祉
避難所として
の役割を持つ

専門職としてのスキルを発揮すべく、介護教室等
を積極的に開催し、地域との関係性を強固にします。

地域における関係機関・団体等との連携により、
介護福祉の推進と充実を図ります。

介護サービスを必要としている人へ、要望に沿っ
たサービス提供が行えるように、介護人材を充足さ
せます。

利用者等が安心・
安全に利用できる事
業所運営を目指す。

福祉避難所として
の体制整備を進める。
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推進事業

地域ささえあい事業（子育て支
援金事業）

＊歳末たすけあい配分金を財源とし、1歳の誕
生日から2歳に達するまでのお子さんに対し支
援金を支給する。

社会福祉協議会の役割地域住民・地域組織等の役割
　子育て世代や新規転入世帯に対し、挨拶等の声がけ
で繋がりを持ち、地域行事へ誘います。
　気兼ねなく参加できる行事の企画立案、幅広い年代
が参加し、楽しめる行事を開催します。
　子育て世代が集まる場に参加し、同世代同士での交
流を図ります。

　子育てを地域社会全体で支えられる環境づくりを行
います。
　行事やイベント等を通じて子育て世代と住民を繋げ
る役割を担います。
　子育てサークルの立ち上げ、行事等の開催を支援し
ます。

　アンケート結果を反映
した親子交流事業等を企
画、開催。
　子育てをしやすい環境
づくりの検討と事業推進
を図る。

　年1回

-

第2次計画評価

新規事業

評価基準

　子育て支援金の事業の
周知及び子育て世代の社
協事業への参加強化。

　全対象者か
らの申請及び
給付（子育て
支援金）
　社協事業へ
の積極的参加

第3次計画での重点的取り組み
　ひとり親世帯や子育て世代に社会福祉協議会を知らない方々が多いことから、社協とはどのようなところ
なのか、事業を通じて知っていただきます。
　子供たちの交流や親同士の交流の場、繋がりをつくるきっかけが社協となるような事業を実施します。
　少子化が加速するなか、子供を持つ親世代が何を求めているのか調査し、今後の事業展開の参考としてい
きます。

Ｂ

第2次計画評価

＊令和3年度より新規事業として、子育て世代
を巻き込んだ事業を実施する。

親子交流事業

対象者の
申請と給
付数

指標 目標

（3）子育て支援事業の充実
・子育てボランティアグループの育成支援
・親子交流事業の開催

第2次計画時の成果と課題
【成果】
   ひとり親世帯や子育て世代を対象とした事業を実
施し、社協とのつながりを深めることができた。
　休日を利用して開催することで、ひとり親世帯や子
育て世代の参加数が増えることに気付くことが出来
た。

 【課題】
  より必要性があり、興味関心をひく事業の検討が必
要と思われる。

第3次計画終了時

推進テーマ  

評価基準

支援金事業を通して、
子育て世代に社協を理
解してもらい、社協事
業へ積極的に参加して
もらう。

アンケート結果を
基に、新規事業の開
催とボランティア団
体の協力依頼を募る。
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推進テーマ  

評価基準 指標 目標

　個別ケアの
実施
　（100％）

（4）障がい福祉事業の充実
・障がいがあっても安心できる体制づくり
・障がいのある人と共に働ける環境づくり

第2次計画時の成果と課題
 【課題】
　障がい特性の行動に対したケアが不十分だった（専
門性の向上）。
　就労支援事業所において新たな収益事業展開に結び
つかず、工賃向上の取り組みが必要。
　スポーツ大会においては、市身体障害者福祉協会
（登米市障がい者福祉協会）と共催により開催してい
るが、高齢化、身体的不調等の理由により参加者が減
少している。レクリエーションについても同様の課題
があげられ、企画内容の検討、開催方法の検討が急務
と考えられる。

【成果】
　目標値は概ね達成できた。
　利用者の状態と将来を見据えて介護保険や介護施設
への移行支援ができた。
　スポーツ大会、レクリエーション共に参加者は楽し
い時間を過ごしていた。新たな参加者の確保として、
毎年周知する範囲を広げている。
　令和2年2月29日計画相談支援事業所を廃止。

第3次計画終了時

スポーツ・レクリエーション活
動

＊障がい者の方々でスポーツ大会や交流事業
を通し親睦と交流を図る。

推進事業

情報収集
体制の整
備

　障がいのある方が
誰でも気軽に参加で
きており、障がい者
と健常者の垣根を感
じなくなるようにし
ていく。

第2次計画評価

B

　障がい者一人ひとりが
社会参加出来るようにし
ていく。
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障害者生活介護
（障がい者デイサービス）

　障がいの特性に応
じた専門的支援によ
り、個別ケアが充実
する。

　利用者に応じた援助に
より生活が安定する。

＊障害者福祉 障害者支援施設などで、常に介
護を必要とする方に対して、主に昼間におい
て、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗
濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助
言その他の必要な日常生活上の支援、創作的
活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機
能や生活能力の向上のために必要な援助を行
うこと。

評価基準

A

第2次計画評価

個別ケア
の実施
100％

スポーツ大会
（年1回）

レクリエーシ
ョン
（年3回）
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大規模災害への対応

障害者ケアホーム

＊知的障がい者、精神障がい者、身体障がい
者が「世話人等」の支援を受けながら地域の
アパート、マンション、一戸建て等で、複数
で共同生活する居住の場。

障害者訪問介護

＊障害者福祉 重度の肢体不自由または重度の
知的障害もしくは精神障害があり常に介護を
必要とする方に対して、ホームヘルパーが自
宅を訪問し、生活全般にわたる援助や外出時
における移動中の介護を総合的に行うこと。

　必要に応じた対応
を行い、利用者の在
宅生活を支え、地域
での暮らしの実現に
向けた支援を行う。

支援の
継続

第2次計画評価

A

　受け入れ率
　　100%

評価基準

　
第
3
章
　
基
本
計
画
に
基
づ
く
実
施
計
画

　
推
進
テ
ー
マ
　
（
4
）
障
害
福
祉
事
業
の
充
実

指標推進事業

福祉作業所

＊様々な困難をもつ障がい者が日中集い、活
動する通所施設。障害者自立支援法以降は作
業所の機能に合わせ移行しており、本会にお
いては就労継続支援B型、生活介護を運営して
いる。

目標評価基準

自立目標
の達成

第2次計画評価

利用率
100％

第2次計画評価

C

評価基準

第3次計画終了時

　地域との共同と自立を
目的に、適切な相談、援
助を行う。

　自立目標の
達成

　入居者が地域社会
の一員として共存で
きるよう、安心でき
るくらしの場、居場
所としての役割を継
続していく。

　適切な就労機会の提供
により作業所の利用率を
上げる。

　利用率
　　100%

A

　災害別対応マニュアル
の整備と訓練の実施。
（各事業所年2回）

評価基準

―

　地域・住民との合
同訓練等を通し、利
用者等が安心・安全
に利用できる事業所
運営を目指す。
福祉避難所としての
体制整備を進めてい
く。

第2次計画評価

A

利用者の安
全確保と福祉
避難所として
の役割を持つ

利用者の個々の能力
が発揮され、意欲や生
きがいにつながる。
工賃向上につながる

事業展開を行うため、
新規事業への参画を進
めていく。

身体等の状況と環境、要
望に応じた援助を行う。
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　障がいの特性に応じた個別ケアや就労、生きがい活動を支援します。障がいを理由とする差別の解消と権
利擁護の視点を忘れず、お互いを尊重し合う共生社会の実現を目指します。

地域住民・地域組織等の役割 社会福祉協議会の役割

養育手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳
所持者数

825

資料：登米市障害者基本計画より

(*)障害者基本法の基本理念に沿って、障がいを理由とする差別を解消するための措置等
について定めた法律

区分

身体障害者手帳所持者数
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4,862 4,829 4,789 4,674

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年平成27年

3,648 3,594

520

登米市における障害者手帳所持者数

531

4,804

3,522

合計

755 794 814 836

401 474

　 　障がいを理解するための研修会を開催し、障がい者
支援ボランティアを育成します。
　家族支援の充実を図ります。
　権利擁護を推進します。（成年後見制度の活用、虐
待の防止）

第3次計画での重点的取り組み

493

3,433 3,318

【単位：人】

差別をなくし、暮らしやすい心遣いのある地域や町づ
くりを推進します。（障害者差別解消法(*)の理解）
災害時や緊急時に地域全体の協力体制を整備します。

（自主防災組織との連携）
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第3次計画終了時

　生活相談員の相談技術
向上を図るため、相談技
法研修会等に参加する。

　宮城県社会
福祉協議会、
本会の研修を
年2回以上受け
られるように
する

　生活相談員の人材
育成のため、専門的
知識や技法の習得を
目的とした研修を開
催し、相談事業を充
実させる。

評価基準
　苦情として寄せられた
意見について、協議し、
再発防止に努める。

　ヒヤリハッ
トの共有と再
発防止策を十
分協議し、苦
情ゼロを目指
す

　苦情申し立てが出
ないような事業運営
を図る。

B

苦情対応

評価基準 指標 目標

B

第2次計画評価

相談体制
の整備

基本目標3

推進テーマ  

推進事業

生活相談・法律相談

＊生活相談は、生活相談員や行政相談員、消
費生活相談員等により、各支所月1回の生活相
談所を設けるとともに、随時相談に応じてい
る。
＊法律相談は、司法書士により年7回相談にあ
たる。（相談は予約制で一人30分）

　
推
進
テ
ー
マ
　
（
1

）
総
合
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談
機
能
の
充
実
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だれもが暮らしやすい総合的な福祉の向上

（1）総合相談機能の充実
・総合相談支援活動の強化

第2次計画時の成果と課題
【成果】
　相談体制を充実させるために、地域の実情に合わせ
た相談所を開設し、日々の相談業務を行うことができ
た。また、専門的な相談先として法律相談を開催し、
より専門的な相談に対応することができた。

 【課題】
　専門的な相談に対し、生活相談員や職員での相談対
応に苦慮する場合があり、相談される側の相談技法等
のスキルアップが必要と感じる。

福祉サービス苦情解決第三者委
員会

＊苦情への適切な対応を図ることにより利用
者が福祉サ－ビスを適切に利用できるように
支援すると共に、苦情の円滑・円満な解決の
促進や法人の信頼や適正性の確保を図ること
を目的とし苦情解決に社会性や客観性を確保
し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対
応を推進するため委嘱された委員会。

第2次計画評価

-27-
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ひきこもり相談
こころの相談

運営主体

法律相談

生活相談・法律相談　実績

平成30年度 令和元年度

75 62 68 54

登米市社会福祉協議会

種　　別

登米市・消費生活相談窓口
登米市自立相談支援センターそ・えーる登米
宮城県ひきこもり地域支援センター

社会福祉法人仙台いのちの電話

登米市・市民生活部健康推進課

主な相談窓口
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第3次計画での重点的取り組み
　複雑、多岐にわたる相談内容に対応できる専門的知識や技法を習得するための研修会を開催します。他機
関との連携を密にとり、総合相談ネットワーク化を図ります。

地域住民・地域組織等の役割
　地域内で支援が必要な人に気がついたら、民生委員
児童委員や専門機関に相談します。
　地域内で気軽に相談できる関係性を築きます。

　民生委員児童委員や福祉活動推進員、住民、関係機
関と連携を図り住民の困りごとの早期発見早期対応に
努めます。
　気軽に相談できる場所としてPRに努めます。
　生活相談員、職員の研修を行い、相談のワンストッ
プ化に努めます。

社会福祉協議会の役割

合計

定　例

定例外
生活相談

290

317

650

平成27年度

58

99

67

平成28年度 平成29年度

164 127 135

くらし・しごと相談

125

52 64 67 40

【単位：件】

＊相談はいずれも無料です。

いのちの電話
自殺予防電話

問い合わせ

0220-21-6310

0220-34-2308
0220-23-8610
0229-23-0024
0220-58-2116
022-718-4343
0120-783-556

相談概要
生活相談
法律相談
消費者相談
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　地域課題を地域で
話し合う場を構築し
ていくため、住民へ
の啓発と住民主体の
事業展開。

事業の周
知と介護
予防・生
活支援体
制の構築

第2次計画評価

B

評価基準
　利用しやす
い貸付制度へ
の改正

　貸付制度を見直
し、必要としている
方が貸付を受けられ
るようにする。

滞納額の
減

第2次計画評価

B

評価基準
　地域の中での健康づく
りと住民同士の生活支援
体制の構築。

　全行政区302
行政区での介
護予防・生活
支援体制の構
築

＊認知症高齢者や知的・精神障害者など判断
能力が十分でない方の福祉サービス利用の相
談・手続きなどを援助する事業。利用者本人
と契約を行うため、契約について判断できる
能力が必要。

生活支援体制整備事業（市受託
事業）

＊平成27年4月の改正介護保険法の施行によ
り、地域支援事業の包括的支援事業の中に、
生活支援体制整備事業が創設。地域の資源の
開発や多様な主体のネットワーク化を図るた
め、協議体と生活支援コーディネーターの設
置が必須。コーディネーターの役割は主に、
資源開発・ネットワークの構築・ニーズと取
り組みのマッチング。

日常生活自立支援事業『まも
りーぶ』（県社協受託事業）

新規相談
及び利用
者数の増
10件

　関係機関との連携によ
りニーズの掘り起こしと
利用者に対し金銭管理を
通して事業への理解を図
る。

　新規契約者
の増
　（年10件）

・課題解決の強化

評価基準 指標 目標 第第3次計画終了
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第2次計画時の成果と課題
 【課題】
　課題解決に向けた各種事業を展開する上で、他機関
との連携は図られたが、住民の十分な理解や利用につ
ながらなかった。

【成果】
　日常生活で支援が必要な人に対し、地域でその人ら
しい生活が営めるよう、他機関と連携を図りながら自
立に向かうまでのサポートを進められた。

推進事業

　利用者が安心した
生活がおくれるよ
う、適切な金銭管理
支援を行う。

第2次計画評価

B

推進テーマ   （2）生活支援の強化

生活安定資金貸付事業

＊低所得者世帯に対し小口の生活資金を貸し
付ける制度。（1世帯5万円まで）

貸付制度を見直し、資金
を必要とする方への利用し
やすい制度にしていく。

まもりーぶは「まもる」と「びりー
ぶ（＝英語で信じる、信頼するの意
味）」を組み合わせた愛称です。
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第2次計画評価

滞納額の
減

　事業の周知と対象
者への100%支援。

　滞納整理強化指針に基
づき、滞納額の減。

　前年比滞納
額の10％減

A

評価基準

評価基準 指標

　広報誌による住民への周知をします。
　職員の専門的研修の充実を図ります。
　地域や関係機関との連携を図ります。

地域住民・地域組織等の役割
　物品寄附の協力をします。
　隣近所の関係性を強化し、状況把握と情報提供をし
ます。
　普段から福祉に関する情報に気を付けどんな相談窓
口があるか把握します。

　関係機関と連携を取り対象者を見逃さないよう対応する。また、社協事業への理解を高めるようPRを行
い、自分の地域の課題や活動に共感を持ってもらえるようにしていきます。

社会福祉協議会の役割

　
推
進
テ
ー
マ
　
（
2
）
生
活
支
援
の
強
化

　
第
3
章
　
基
本
計
画
に
基
づ
く
実
施
計
画

第3次計画での重点的取り組み

推進事業

生活福祉資金貸付事業（県社協
管轄）

＊低所得者・障害者または高齢者世帯に対し
資金の貸し付けと必要な相談支援を行うこと
により、安定した生活を送れるよう支援する
制度。

地域ささえあい事業

＊住民が地域で安心した生活が送れるよう、
緊急時だけではなく平常時からお互いに支え
合うまちづくりに資するとともに、セーフ
ティーネット事業の一環として実施。生活困
窮者等の支援。また、災害支援や子育て支援
事業としても実施。

事業の見
直し（歳
末義援金
の給付）

目標

　前年比滞納額の
10％減。

第第3次計画終了

第2次計画評価

B

関係機関との
連携を密にとり
迅速な対応

年間を通じて生活困窮者
等への支援と赤い羽根共同
募金への関心を高める。

-30-

− 30−

第
３
章　

基
本
計
画
に
基
づ
く
実
施
計
画

推
進
テ
ー
マ　

（
２
）
生
活
支
援
の
強
化



社協だより、支所だより発行事
業

＊事業周知・啓発のため、定期的に社協だよ
りや支所だよりを発行しています。

ホームページ、SNSの効果的活
用

＊ＳＮＳ（Social　Networking　Service）
ソーシャルネットワーキングサービスの略で
登録された利用者同士が交流できるＷｅｂサ
イトの会員制サービスのこと。

　
第
3
章
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本
計
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推進テーマ  
　
推
進
テ
ー
マ
　
（
3

）
情
報
の
提
供

（3）情報の提供
・広報啓発、情報提供の充実

第2次計画時の成果と課題
 【課題】
　「見る側」のニーズに応えられる広報誌づくりや
ホームページ等のインターネット回線を使用した情報
の提供が必要と感じる。

【成果】
　広報誌については、見やすさを重視した誌面になる
ように研修会等を通じ掲載方法について学んだ結果、
好評を得た。
　ホームページについては、随時更新を行い、SNS媒
体としてフェイスブックを利用し更新頻度も上がった
ことにより、より多くの方々へ情報を発信することが
出来た。

推進事業 指標 目標 第3次計画終了時

　「見る側」のニーズに
応える。

　社協だより
発行
（年4回）
　支所だより
発行
（年6回以上）

　住民アンケートを
行い、見て楽しい、
ためになる情報の発
信をする。

第2次計画評価

A

評価基準

評価基準
　「見る側」のニーズに
応える。

　ホームペー
ジ閲覧数の増

　ホームページ内の
整理を行い、紛らわ
しい操作を少なくす
る。また、SNS媒体
としてのフェイス
ブック更新も増や
す。

新しい情
報発信の
導入

第2次計画評価

A

社協
だより
(年4回)
支所
だより
(年6回以上)
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＊登米市社協ホームページURL
　http://www.tome-shakyo.jp/
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第3次計画での重点的取り組み
　地域の中で誰もが必要な福祉サービス等、安心して利用できるタイムリーな情報提供の充実を図り、SNS
媒体のさらなる活用をしていきます。

地域住民・地域組織等の役割
　地域や福祉の情報を積極的に発信・受信します。

社会福祉協議会の役割
　社協だより、支所だよりの定期的な発行、広報モニ
ター等の意見を聴取します。
　ホームページ、フェイスブックの定期的更新をしま
す。
　常時タイムリーな情報提供をします。
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16,690 9,784
3,383

2,215 2,256 2,001 1,990
3,5404,002 3,427

4,765 5,771
5,035 4,908 4,581

米山総合保健福祉センター

石越福祉センター

平成27年度

登米老人福祉センター
東和地域福祉センター
中田老人福祉センター

迫老人福祉センター
指定管理施設名

3,915
2,031

5,006
5,813

11,510
5,431
4,663 4,628

11,899 12,456

平成30年度 令和元年度
7,892 7,638

地域住民・地域組織等の役割
　活動の拠点として利用マナーを守り、大切に使用し
ます。

社会福祉協議会の役割
　住民が使いやすい施設環境を整えていきます。
　大規模修繕の早期対応を行政へ要望します。

平成28年度 平成29年度

指定管理施設利用延べ人数

7,987 9,067 6,102

【単位：人】

第3次計画での重点的取り組み
　行政へ要望をしながら、住民が利用しやすい施設としての運営管理に努めます。また、令和2年度～令和4
年度までの指定管理期間内中に今後の社協の活動拠点の在り方を協議していきます。

利用者満
足度
（85％）

　利用者にとって快適な
施設としての満足度。

　利用者アンケート
に基づき、要望に沿
った施設運営を行う
ため、行政と協議を
重ね、快適に利用で
きるよう環境整備を
行う。

第2次計画評価

Ｂ
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推進事業

指定管理施設の適正な管理

＊市議会の議決を経て指定された民間事業者
を含む指定管理者による公の施設の管理。

（4）暮らしやすい環境の整備
・指定管理施設の適正な運営

第2次計画時の成果と課題
【成果】  【課題】

　頻回な施設修繕があり、快適な利用環境を整わない
中での貸し出しとなってしまった。
　社会福祉協議会の活動拠点としている指定管理施設
の今後の契約について不安がある。（令和5年度は公
募となる。）

推進テーマ  

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

利用者の利用希望に沿った貸し出しをすることが
できた。

災害時の避難所としての機能を果たすことができ
た。

利用者満足度
（100%）
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強化発展計画の体系図 ・・・・・ P35
目標 組織・事務局体制及び財政基盤の強化

（１）組織体制の強化 ・・・・・ P37
（２）人的体制の強化 ・・・・・ P40
（３）事業展開の強化 ・・・・・ P42
（４）財政基盤の強化 ・・・・・ P45

登米市社会福祉協議会強化発展計画

「社協発展・強化計画」は3～5 年程度を期間とする中期計画であり、
地域福祉を推進する中核的な団体として事業運営・経営のビジョンや目
標を明確にし、その実現にむけた組織、事業、財務等に関する具体的な
取り組みを明示したものです。

強化発展計画とは？
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基本理念 基本目標 推進テーマ

第3次登米市社会福祉協議会強化発展計画 体系図

一
人
ひ
と
り
の
力
を
合
わ
せ
み
ん
な
の
幸
せ
の
た
め
に

（１）組織体制の強化

組織・事務局体制及び

財政基盤の強化

（２）人的体制の強化

（３）事業展開の強化

（４）財政基盤の強化
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● 理　　念・・・計画全体が目指す概念
● 目　　標・・・理念を実現するため基本となる目標
● 推進テーマ・・目標達成のため推進していく重点課題
● 推進項目・・・推進するための重点的項目

推進項目

○会員加入の促進強化
○理事会・評議員会の機能強化
○監査機能の充実
○各種部会・委員会の開催
○計画的な役員研修の実施
○経営状況に対する外部診断の導入
○関係機関・組織・団体との協働と連携強化
○個人情報の保護
○福祉活動推進員の充実

○適正な人事労務管理の実施
○人事考課の検討
○事業実施規模に応じた適正な人員配置
○計画的な研修体制の確立
○事務・事業推進方法の整理・マニュアル化
○業務・情報処理の効率化とＩＣＴ技術の向上

○行政との連携強化の推進
○成年後見制度における法人後見の検討
○わかりやすい情報提供活動
○多くの住民に利用されるサービスの向上
○実効性のある事業展開の推進
○介護・障害福祉サービス事業による地域還元
○災害時対応の充実

○会費制度の促進
○寄付金等自主財源の確保
○補助金、受託金、各種助成金の確保
○共同募金運動の促進
○介護保険等事業の推進
○基金及び積立預金の適正な管理と運用
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評価基準

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

現状維持 　一般会員加
入率
（80％以上）

　社協事業への理解
と参画を進める。
　会費による財源確
保に努める。

第2次計画評価

Ｂ

計画的開
催

　
第
3
次
登
米
市
社
会
福
祉
協
議
会
強
化
発
展
計
画

　
推
進
テ
ー
マ
　
（
1

）
組
織
体
制
の
強
化

組織・事務局体制及び財政基盤の強化
第3次登米市社会福祉協議会強化発展計画

（1）組織体制の強化

第2次計画時の成果と課題
 【課題】
　社会福祉法人に求められる役割は、年々、多様化
し、より専門性が高まっている。それに柔軟に対応
するため、理事会や評議員会の機能強化や人材の育
成が必要である。また、活動を行うための財源の確
保も重要である。

【成果】
　第一次計画に基づいて、基本理念「一人ひとりの
力を合わせ、みんなの幸せのために」の達成に向
け、本会の活動基盤の強化と充実が図られた。ま
た、理事会や評議員会の定期開催や監査内容の充実
など適正な運営がされた。

基本目標

推進テーマ  

　理事会は、執行機
関として適正な運営
を行う。
　評議員会は、議決
機関および会長、理
事の牽制機関として
の機能を果たす。
　幅広い分野から適
正に選任する。

推進項目

会員加入の促進強化

理事会・評議員会の機能強化
計画的開
催

評価基準

監査機能の充実 　中間監査、決算監査を
計画的に実施する。
　適正な監査が出来るよ
うに理事の業務執行と財
政の状況について情報を
提供する。
　監査に必要な専門性の
ある研修を行う。

　計画的実施

第2次計画評価

Ｂ

第2次計画評価

Ｂ

　定款等に基づいた運営
をする。
　理事、評議員それぞれ
が適切な役割を果たす。
　理事、評議員の権限と
責任を明確化する。

　計画的開催

会費の使い道を周知し、事
業への理解を深める。

会員の加入促進に努める。
企業・事業所等の特別会員

加入と協働をすすめる。

定期、随時に専門
性の高い監査の実施。

外部監査導入に伴
う準備。
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計画に基
づく開催

　計画的開催 　委員の多様な意見
を運営や事業に取り
入れる。
　委員提案による新
規事業の展開。

評価基準

役割分担
と連携強
化

第3次計画終了時

計画的な役員研修の実施

経営状況に対する外部診断の導
入

第2次計画評価

Ｃ

評価基準

研修の実
施

評価基準
　計画的開催
　研修内容の
多様化

第2次計画評価

Ｃ

評価基準
　平成27年度の社会福祉
法人制度改正により規模
に応じた外部診断導入が
求められている。
　社会福祉法人の経営診
断を行える団体を探し、
導入準備を進める。

　外部診断の
実施

　外部診断の結果を
運営や事業展開に役
立てる。

推進項目

各種部会・委員会の開催

指標 目標

　連携強化 　社協と関係機関等
が協働しながら地域
福祉を推進する。

関係機関・組織・団体との協働
と連携強化

第2次計画評価

Ｄ

第2次計画評価

Ｂ

外部診断
の実施

計画的に開催。
積極的に議案提案し、委

員の多様な意見を求める。
委員との情報共有化を進

める。

専門性の高い研修の実施。
先進地視察研修の実施。
社協事業への参加。

社協の運営に幅広い関
係機関等の参画を進める。
相互の情報を共有し、

事業の協働を進める。

理事、監事、評議
員の専門性が高まり、
それぞれの役割を果
たすために役立てる。
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福祉活動推進員の充実

　適正なデータ管理
を行う。
　定期的、適正な文
書管理。

第2次計画評価

Ｂ

個人情報の保護 適正なデ
ータ管理

第3次計画での重点的取り組み
　活動基盤を整備するため、会員の加入促進を継続します。
　役職員の専門性を高めるため、段階的な研修会を開催します。
　効率的な地域福祉の推進を図るため、関係機関との協働を進めます。

推進項目 評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

　地域と関係機関と
の協働による地域福
祉の推進。
　小地域ネットワー
ク活動の充実。
　住民への地域福祉
の普及。

研修会参
加率
（60%）

第2次計画評価

Ｃ

評価基準
　地域と社協をつなぐ役
割を理解してもらう。
　地域福祉を推進するた
めに必要な研修会を開催
する。
　関係機関との協働を進
める。
　保険加入などの活動支
援を行う。

適正なデー
タ管理

個人情報保護規程の遵
守。
適正なデータ管理。
文書取扱規程に基づい

て文書の適正な保存と廃
棄を行う。
個人情報保護に係る研

修の実施。

研修会参加率
（60%）
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評価基準 指標

　定員適正化
計画の実施

　事務・事業内容を
見直し、効率的な人
員配置を行う。
　人件費率70%を目
指す。

適正な労
働力

　労働関係法令や労使間
で定めたルールの遵守。
積極的にジョブローテー
ションを行い、職員の
キャリア形成や組織内の
人材構成の適正化。

　計画的な人
事異動の実施
　労務管理シ
ステムの導入

　安心して働ける労
働環境の整備を目指
す。
　ワークライフバラ
ンスの実現を目指す
ため、仕事のやり方
を見直す等、職員皆
がマネジメントの理
解を深める。

第2次計画評価

Ｂ

労働環境
の改善

評価基準
　互いに妥当な評価。
　客観的な評価。
　透明化された評価。
　公平性を保つため、一
部外部委託化の検討。第2次計画評価

Ｅ

Ｂ

評価基準
　事業規模にあった人員
配置。
　定員適正化計画との整
合性の確認と見直し。

推進テーマ   （2）人的体制の強化

　職員本人の社協貢
献度やスキルを査定
し、昇給や昇進など
人事面における処遇
に活用する。

目標

第2次計画時の成果と課題
【成果】
　5年を超える有期労働契約職員の申し出により、無
期労働契約職員への転換を図る体制が整えられ、働
き方改革の中にある同一労働同一賃金への対応とし
て、非常勤職員への通勤手当支給が開始された。
　ＩＴ環境として社内ネットワークを構築し、業務
ソフトをクラウド化したことにより初期導入コスト
の削減、安定運用等の効果が得られ、多様な働き方
にも対応することが可能となった。

 【課題】
　均一化された労務管理の在り方。
　しばらく休止していた人事考課の再稼働が求めら
れる。
　財源が伴う職員定数の見直し、検討。
　個別業務のマニュアル化の整備を行い、業務の標
準化を目指す。
　事務・総務的業務の外部委託化。

推進項目

評価の公
平性

第3次計画終了時

第2次計画評価

　
第
3
次
登
米
市
社
会
福
祉
協
議
会
強
化
発
展
計
画

適正な人事労務管理の実施

人事考課の検討

事業実施規模に応じた適正な人
員配置

人事考課の
導入
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＊令和2年12月末現在

【単位：人】

191

284

職員数

55 70

51 21 34 64 114

介護・障害者福祉部門

総計

20 0 20

31 21 14

一般職 現業職
正規職員

嘱託 臨時 非常勤
臨時職員等

法人・地域福祉部門 9 44 93

計

第3次計画での重点的取り組み
　本部・支所、事業所の役割を見直し、特に事務部門や管理部門を1ヵ所集中管理に移行していき
効率的な組織運営を行います。
　紙ベースから電子化への移行を進めていきます。

　電子決裁システム
の導入。
　テレワーク等、在
宅勤務が行える体制
を整える。

Ａ

　事務的業務の電子化、
外部委託化の検討。
　会計業務の集約化。

　マニュアル
の整理と活用

　職員間での業務内
容の共有や手順確認
など、正確に把握し
効率的な業務にす
る。

第2次計画評価

評価基準
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進
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ー
マ
　
（
2
）
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的
体
制
の
強
化

　
第
3
次
登
米
市
社
会
福
祉
協
議
会
強
化
発
展
計
画

事務・事業推進方法の整理・マ
ニュアル化

業務・情報処理の効率化とICT
技術の向上

※ICT…ITに代わる言葉で、ICTでは情報・知
識の共有に焦点を当てており、「人と人」
「人とモノ」の情報伝達といった「コミュニ
ケーション」がより強調されている。

迅速な
整備

指標

Ｅ

第2次計画評価

評価基準

計画的実
施

第3次計画終了時

計画的
実施

Ｂ

　マニュアルの作成と定
期的な見直しを行う。

推進項目

計画的な研修体制の確立 　研修・教育
体制の整備

第2次計画評価

　職員階層別に研修
を実施し、持続可能
な研修体系とする。
　eラーニング（イ
ンターネットを利用
した学習形態）等を
積極的に活用し、研
修機会の増を図る。

目標評価基準

定期的な職員研修の実施。
効率的な研修受講体制。
業務に必要な資格取得の

支援。

情報の電子化
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（3）事業展開の強化

第2次計画時の成果と課題
【成果】
　定期的に行政と協議を重ね、連携を図ることがで
き、受託事業は一定の利用者を維持し、実績を実数
化できた。
　社協だよりや支所だよりを発行し、SNSによる情
報発信を行った。
　住民の要望に対し、施設開放、レクリエーション
用品の貸し出し、介護出前講座等の地域還元ができ
た。

 【課題】
　登米市の実情を把握し、福祉計画策定への参画や
協働に向けた機会を設けるよう検討。
　法人後見は必要性は感じるものの協議検討できて
いないことから、ニーズの把握を早急に行い、実施
の是非に見通しを立てる。
　各世代や職業別など、興味や関心のある情報ソー
スを提供。タイムリーな情報発信。
　地域還元は一部事業所が一部地区に提供されてい
ることが多く、全事業所の展開の工夫が必要。
　介護・障害福祉サービス事業については、長期的
な開拓ができなかった。収益・工賃に繋がるため早
急な検討が必要。
　受託事業については、一部事業において目標値の
設定が必要。
　災害時対応については、その地域との共同訓練や
実情に合わせた各マニュアルの見直しが必要。

推進テーマ  

Ｂ

継続的な
話し合い

行政との連携強化の推進

推進項目 評価基準 指標 目標 第第3次計画終了

　計画策定における施策
の整合性。
　地域福祉、高齢者、障
がい者、子どもなど分野
別の施策について計画的
な協議。
　登米市受託事業の目標
値の確認・提言。

　評価結果を行政と
共有化し、新たな計
画や施策に反映。
　住民ニーズに即し
た実効性のある事業
展開。
　

成年後見制度における法人後見
の検討

第2次計画評価

法人後見
の可否判
断

評価基準

第2次計画評価

Ｅ

　市内におけるニーズ量
の調査。
　登米市との制度利用に
関する協議。

　協議の場を
設ける

　必要性を勘案し、
実施の可否を判断す
る。

社協と行政と
の共通認識

計画的な協議
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わかりやすい情報提供活動

多くの住民に利用されるサービ
スの向上

実効性のある事業展開の推進 　実効性のある事業
展開が図られる。協議のス

ピード化

第2次計画評価

Ｃ

評価基準
　定期的な見直し。
　迅速な協議。

第2次計画評価

Ａ

評価基準

計画的実
施

　見直しを図
り、住民に求
められる事業
展開を推進

介護・障害福祉サービス事業に
よる地域還元

評価基準
　支所事業との連携。
　ニーズに沿った新規メ
ニュー開発。
　地域へ積極的に出向
き、ニーズを把握する。

　還元事業の
開発（各事業
所1メニュー以
上）

第2次計画評価

Ｃ

推進項目
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新しい情
報提供活
動

第2次計画評価

Ｂ

評価基準

　定期的な情
報発信

　市民全体への情報
が行き届く。

　アンケートの実施。
　サービス内容を見直し
ながらの計画的実施。

　前年を上回
る利用率

　アンケートに基づ
き、ニーズに対応し
たサービスの見直
し、開拓の実現。

目標 第3次計画終了時

　広報誌、ホームページ
、コミュニティFM（H@
!FM）、SNSの活用によ
る情報発信。
　学校やPTAでの説明。
　分かりやすい資料・方
法を用いた情報交換会。

指標

求められるメニュー
を提供し、地域に根差
した事業所となる。

新規メニュ
ーの開発
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第3次計画終了時
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災害時対応の充実

第3次計画での重点的取り組み
　行政と定期的な情報交換の場を設置し、住民ニーズに即した実効性のある事業展開を図ります。
　地域や住民の声を細やかに反映できるよう、各事業のアセスメントやモニタリングのシステムを構築しま
す。また、早急に検討を進めるべき事業展開等の課題と、慎重に進めるべき法人後見検討等の課題解決に向
けて取り組みます。

　災害別に策定したマニ
ュアルによる訓練の実施

　訓練の実施
　（年2回）

　各災害に対応した
マニュアルの細部ま
での見直しと、地域
の実情に合わせ、地
域との共同訓練の実
施ができる。第2次計画評価

Ａ

推進項目 評価基準 指標 目標

訓練の実施
（年2回）
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補助金、受託金、各種助成金の
確保

第2次計画評価

C

　役職員による関係機関
への要求や交渉、協議を
行う。
　助成に関する情報収集
を行う。

現状維持 　社協事業を広く周知
し、一般会員の加入促進
を働きかける。
　特別会費、賛助会費の
納入促進を進め、社協事
業賛同者の増を図る。

第2次計画評価

B

推進テーマ   （4）財政基盤の強化

第2次計画時の成果と課題

　前年比増

第2次計画評価

B

評価基準

 【課題】
　依然、社協の運営は、登米市等からの補助金、受
託金等に依存せざるを得ない状況にあり、特に人件
費補助金に関しては、該当職員分全てを介護保険収
入で賄う状況が続いている。財源確保は、社協運営
の根幹を成すものであることから行政へ一層の積極
的な働きかけを推進し必要な財源確保に努めていく
必要がある。また、これまでの事業成果についても
各所に適時示していくことが求められる。

【成果】
　当初より規程の整備も進み、財政基盤の強化に向
けた指針も明確になってきている。

推進項目

会費制度の促進

寄附金等自主財源の確保

評価基準 指標 目標 第3次計画終了時

自主財源
の確保

評価基準
　自主財源確保に向けた
実効性のある事業展開や
PR活動の実施。

　住民が社協事業に
参画しやすい体制を
整備し、社協会員加
入を推進する。

一般会員の加
入率80％以上

特別会費、賛
助会費の増

要求達成率
必要額の確保

社協の存在意義を
理解できるPR効果の
高い活動の展開。

寄附文化の醸成と
寄附金の有効活用・
使途の明確化を図る。

各種事業が健全に
遂行できるよう補助
金、受託金、各種助
成金を確保。

介護保険事業に依
存しない体制の構築。
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(*)クラウドファンディングとは、「群衆（クラウド）」と「資金調
達（ファンディング）」を組み合わせた造語で、「インターネットを
介して不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する」ことを指して
います。

第3次計画での重点的取り組み
　必要な補助金、受託金、各種助成金の確保に向け、役職員が一丸となり、その確保に努めます。また、既
存の財源のみに囚われることなく、自主財源確保のため、クラウドファンディング(*)等を含めたあらゆる
可能性を探ります。

推進項目

共同募金運動・歳末たすけあい
運動の促進

介護保険等事業の健全経営

基金及び積立預金の適正な管理
と運用

評価基準

現状維持 　目標額達成

第2次計画評価

B

　健全経営のため経営状
況の把握に努める。
　外部機関の診断を含め
た経営分析を行い、中長
期的な視点で事業推進を
行う。
　介護保険事業管理者等
による全体会議、部会を
定期的に開催する。

目標

評価基準

第2次計画評価

第3次計画終了時指標

　規程に則り基金の
積立と運用を計画的
に実施

Ａ

　会議での意見や外
部診断等を考慮しな
がら健全な経営指針
を打ち出す。

規程（要
綱）の制
定

　積立目標額の早期達成
を目指す。

経営分析
（年間）

B

評価基準

第2次計画評価

基金規程に
則った積立と
運用

地域に対し募金文化の醸
成を促す取り組みを立案し
募金額増に繋げていく。

地域や企業の社会
貢献活動の推進支援
も含めた、新たな募
金運動の姿を創造し
ていく。
計画的な研修会の

実施と募金活動の支
援。

外部機関によ
る経営診断
管理者全体会

議、部会の開催
（年２回以上）
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第 3次登米市社会福祉協議会財政計画 

1.第 3次財政計画策定の背景 

 登米市社会福祉協議会（以下「本会」という。）における財政計画は、第 2 次登米市地域福祉活動
計画の計画年度 4 年間（平成 29 年度～令和 2 年度まで）を策定し、健全な財政運営を目指してき
ました。その期間中においては、東和デイサービスセンターと中田デイサービスセンターの地域密
着型通所介護事業所への変更や計画相談支援事業所「ゆうゆう」の事業廃止、介護保険・障害福祉サ
ービス事業所の介護職員等の処遇改善加算手当に特定加算が加わる等、介護保険事業所及び障害福
祉事業所に大きな変化がありました。また、登米市からの受託事業であった「地域福祉基盤づくり
整備事業」の廃止や社会福祉協議会人件費補助金の一部が福祉センター指定管理事業への組替え、
そして、本会の円滑な資金繰りを進めるため財政調整基金から 30,000 千円を取り崩すなど本会の
予算編成も大きく動きました。 
さて、近年の国内景気及び社会情勢の状況は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済不振や

雇用不安によって日本はもとより登米市経済は強弱が入り混じり足踏みの状況で、一部企業では小
幅な改善が見られるものの、飲食店等の客足が遠のいている状況など、先行きに対する見方は慎重
さがみられます。 
一般家庭の家計の部分でも、新型コロナウイルス感染症拡大を背景に、雇用環境の悪化や令和 2

年度の最低賃金改定も急速に鈍化するなど、個人消費の停滞感もあり、まだまだ地域経済の浮上に
は時間を要することが見込まれます。 
 このような状況の中、第 3次財政計画（以下、「本計画」という。）は将来の財政収支の見通しを明
らかにしながら、収入支出の各勘定科目別に第 2 次財政計画の実績と今後の事業展開や各種制度変
更等を勘案し、人口推移や会員加入推移の予想のもとに、第 3 次登米市地域福祉活動計画に基づく
事業展開、予算編成・執行を見込んで策定するものです。 

 

２.推計算出における基本的条件 
（1）基準値 

基本的に、本会の令和元年度決算額または令和 2 年度予算額を基準としています。その他、
令和 3年度以降で確定しているもの、確定見込みの状況も加味し推計値を割り出しています。 

 
３.各科目における財政推計 
（1）会費収入 

会費総額が第 2 次財政計画終了時まで、緩やかな減少傾向にありました。特に、一般会員は
登米市全戸加入を目標としていますが、令和元年度の一般会員の加入率は 76.3％となっていま
す。登米市の人口は年々減少していますが、世帯数はほぼ横ばいで推移していますので、引き続
き社協会員加入への理解と協力を求めていきます。 
また、賛助会費、特別会費も減少傾向ですが、特に特別会費については市内に拠点を設けてい

る大企業等からの協力を令和 3 年度以降は推進していくことから、本計画では令和元年度決算
額を基準とした現状維持（加入率 76.0％以上）を目標とし、賛助会員についても加入促進に努
めてまいります。 
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（2）寄附金収入 
各年度の予算において想定できませんが、地域福祉活動を始めとした本会の貴重な自主財源

の 1 つであることから、個人や企業等に対して、機会あるごとに所得控除や損金算入等の優遇
措置制度の存在を周知し、寄附の動機づけと積極的な啓発活動を行っていくとともに、寄附者に
対して寄附金の使途について理解が得られるよう努めて参りながら推進を図っていきます。 
本計画は令和元年度決算額をベースに現状維持に努め推進していきます。 

 
（3）経常経費補助金収入 

法人運営部門や地域福祉推進部門の職員人件費補助金が主たるものですが、本会の組織基盤
強化と地域福祉活動を推進するマンパワーを確保するために必要な財源ですので、国・宮城県・
登米市・県社協に引き続き要望していきます。本計画は、令和 2 年度予算を基準に計上してい
ます。令和 3 年度以降も現状維持となるよう市への働きかけと協議を積極的に行い、財源確保
に努めることが重要です。共同募金配分金と助成金についても同様に現状維持に努め推進して
いきます。 

 
（4）受託金収入 

登米市からの各種在宅福祉サービス事業費及び福祉センター等の指定管理料、県社協からの
生活福祉資金貸付事務費及び日常生活自立支援事業費が主な財源となっています。その多くは
登米市の高齢者福祉事業が多くを占めていますが、令和 4 年度で生きがい対応デイサービス事
業が廃止される予定のため減額が見込まれます。その他の事業については、その都度の動向によ
り計画変更が必要になっていきますが、大幅な動きはないと思われます。 

 
（5）貸付事業等収入 

生活安定資金の原資保有額と同額を計上しています。 
 
（6）事業収入 

本会が実施する地域福祉推進事業、共同募金配分金事業等の参加費収入及び賃貸料収入、登米
市や県社協からの受託事業の利用料収入を計上しています。本計画では、令和 2 年度予算額を
基準として、現状維持での推移で計上するものとします。 

 
（7）介護保険事業収入 

居宅介護支援事業・デイサービス事業・訪問介護事業・グループホーム事業・特別養護老人ホ
ーム事業と地域包括支援センターの介護報酬並びに利用者負担金等を見込んでいます。 
令和 2 年度までには、利用率の維持が困難だった東和デイサービスと中田デイサービス事業

を、介護報酬単価が高い地域密着型通所介護事業（デイサービス）に移行したことにより、これ
までと同様な収入を目指していきます。 
介護保険制度は 3年ごとに報酬の見直しがあります。令和 3年度は新型コロナ感染症対策の

強化や介護職員の人手不足等の背景により平均 0.7％のプラス改定にはなるものの、実際には
施設入所や入院などの増加に伴い、本会各事業所の多くが利用実績を減少させていることから、
令和 2年度予算を基準に令和 3年度は 2％の減収を見込みます。しかし、令和 4年度以降はそ
れぞれの事業所の特徴を生かし、各種加算制度を積極的に取り入れる等、利用実績を落とさない
ように努め維持していきます。 
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（8）就労支援事業収入 
福祉作業所の自作品等の売上に係る自営事業収入と受託請負事業に係る収入が計上されます。 

本計画では、福祉作業所利用者の工賃アップのため、福祉作業所の新規事業と既存事業の充実を
図り、令和 2年度予算を基準に毎年 1％アップを目標に推進を図ります。 

 
（9）障害福祉サービス等事業収入 

生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業、共同生活介護事業（ケアホーム）の他、訪問介護事業
の介護報酬並びに利用者負担金等を見込んでいます。 
令和 3 年度は報酬の見直しが行われ、新型コロナ感染症対策の強化や障害福祉現場の人材確

保等の背景により平均 0.56％のプラス改定にはなるものの、生活介護と就労継続支援Ｂ型事業
を実施している南方あやめ園の利用実績が伸び悩んでいることから、令和 2 年度予算を基準に
令和 3 年度は 2％の減収を見込みます。しかし、令和 4 年度以降はそれぞれの事業所の特徴を
生かし、南方あやめ園においても新規利用者を広げて行く等、利用実績を落とさないように努め
維持していきます。 

 
（10）受取利息配当金収入 

支払資金、基金及び積立預金から生ずる受取利子で、本計画では、令和 2 年時点での預金利
率で推移することを見込んでいます。 

 
（11）その他の収入 

他の勘定科目に属さない収入で、実習生等の受入研修費及び職員負担等の利用者外の給食費
収入、その他雑収入が計上されます。本計画では、令和 2 年度予算額を基礎として現状維持で
推移することを見込んでいます。なお、正規職員及び無期契約職員が離職した場合の退職金もそ
の他の収入と人件費支出の中に含まれますが、年度途中の退職者や収入と支出で相殺されるこ
とから本計画内においては計上しないこととなります。 

 
（12）人件費支出 

役員・産業医等の報酬、正規職員の給料・諸手当、無期・有期契約職員の給与の他、社会保険
の事業主負担分の所要額を計上しています。本計画では、職員定年退職・新規採用計画に則った
見込額と、毎年実施される正規職員の定期昇給分と最低賃金改定に伴う無期・有期契約職員の賃
金単価見直し等を合せて、令和 2 年度の人件費支出見込みから年平均 1％アップを見込んでい
ます。また、令和 5 年度からは事業廃止となる生きがい対応デイサービス事業の費用を除いて
います。なお、退職金はその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入で相殺され
るため、本計画内では計上しないことになります。 

 
（13）事業費支出 

利用者の処遇や各種事業推進経費を計上しています。本計画では、新規事業所開設や受託事業
の新規受託が計画されていないため、徹底した経費節減を図り、前年度より経費を上回らないこ
とを原則としながらも、令和 2 年度予算から廃止予定の事業経費を控除した金額を基準に、年
0.2％アップを見込んでいます。 
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（14）事務費支出 
本・支所及び各事業所の事務的経費を計上しています。本計画では、新規事業所開設や受託事

業の新規受託が計画されていないため、徹底した経費節減を図り、前年度より経費を上回らない
ことを原則としながらも、令和 2 年度予算から廃止予定の事業経費を控除した金額を基準に、
年 0.1％アップを見込んでいます。 

 
（15）就労支援事業支出 

福祉作業所の就労事業に係る原材料費や仕入原価等及び販売管理費が計上されます。本計画
では福祉作業所の新規事業と既存事業の充実を図り、福祉作業所利用者の工賃向上に資するた
め、令和 2年度予算を基準に 1％アップを見込み計上することにします。 

 
（16）利用者負担軽減額 

「登米市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業」の対象利用
者の特別養護老人ホーム風の路利用に係る、利用料減免分を経費として計上しています。本計画
では令和元年度決算額及び令和 2年度予算額を基準に計上します。 

 
（17）貸付事業支出 

生活安定資金の原資保有額と同額を計上しています。 
 
（18）助成金支出 

福祉団体・福祉教育・小地域活動助成金等を見込んだ所要額を計上しています。 
 
（19）支払利息支出 

特別養護老人ホーム施設整備に係る福祉医療機構の借入金に対する利息返済分の所要額を計
上しています。令和 17年 3月まで続き、利息返済分は徐々に減少していきます。 

 
（20）その他の支出 

特別養護老人ホームのグループホーム朝食提供費、そして、事業活動に係る各種科目に属さな
い経費支出である雑支出が計上されます。なお、正規職員及び無期契約職員の退職金支給に係る
預け金差損分については、本計画からは除いております。 

 
（21）流動資産評価損等による資金減少額 

生活安定資金貸付金の回収不能額や利用料の徴収不能額を見込んでいます。単年度 150千円
を限度額として計上します。 

 
（22）設備資金借入金元金償還支出 

特別養護老人ホーム施設整備に係る福祉医療機構の借入金に対する元金返済分の所要額を計
上します。平成 26年 2月から返済が開始され、平成 26年度からは年間 13,236千円の均等返
済となり、令和 17年まで償還が継続されます。 

 
（23）固定資産取得支出 

車輌や備品等を民間団体からの補助金と積立預金取崩収入を財源として、計画的に更新しま
す。また、令和 3年度については、特別養護老人ホームの給湯設備更新費用として 3,000千円
を見込むため計画額に加算しています。 
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（24）積立資産取崩収入 

施設や固定資産の整備に係る社協持出分を基金及び積立預金を取り崩して予算計上していま
す。車輌や備品等については、民間団体からの補助金と合せ計画的に更新していきますが、令和
3 年度は特別養護老人ホームの給湯設備改修として、3,000 千円の経費を見込んでいます。ま
た、特別養護老人ホーム建設費用借入金の元金並びに利息償還分を介護保険事業基金から取崩
し、償還に充てる費用を計上することになります。 

 
（25）拠点区分間繰入金収入（拠点区分間繰入金支出も同額） 

各拠点（サービス）区分間の繰入金を取り扱う勘定科目として必要額を見込んでいます。社協
会費を財源とした事業を行う際の費用や介護保険事業を展開している福祉センターへの水道光
熱費等の費用を見込んでいます。その他、財源不足となっている区分へ他区分からの繰入金も含
まれます。 
本計画では、令和 2 年度予算額から特別養護老人ホーム事業への繰入金を除いた金額を基準

に、介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所から法人運営部門、介護保険運営部門への人件
費繰入金について、年 3％のアップを見込んでいます。また、財源不足を生ずる事業所への他事
業所からの繰入れについては、特別養護老人ホーム事業以外は経費節減を徹底した中で他事業
所からの繰入れが不要となる見込みです。なお、決算時には拠点区分間繰入金収入と拠点区分間
繰入金支出が同額となり相殺されるため、全体を表した決算書総括表からは内部取引消去によ
り表示されません。 

 
（26）積立資産支出 

積立資産支出は、財源調整のための財政調整基金、介護保険事業等の安定経営のための介護保
険事業基金及び備品等の更新に備えた備品等購入積立預金があり、必要額の確保に努めます。ま
たその他、5年ごとに開催する福祉大会開催のための記念式典積立金、生活安定資金の欠損補填
のための生活安定資金欠損補填積立金があります。本計画では、財政調整基金は 3,000千円、
介護保険事業基金は、特別養護老人ホームの建設借入金元金と利息償還分を積立金取崩しで対
応することから、17,000千円を積立目標としますが、年度ごとの経営実態により修正すること
とします。その他、記念式典積立金が 400千円、生活安定資金欠損補填積立金に通帳預金利息
分を積立てます。 

 
（27）その他の活動による支出 

正規職員と無期契約職員の退職手当積立基金の預け金（掛金）を見込んでいます。本計画で
は、令和 2年度予算を基準に 3％アップを見込みます。ただし、職員数の増減等により、その都
度の見直しが必要となります。 
※予備費支出については、支出合計から積立資産支出を差引いた額の 5％を上限に計上可能
ですが、本財政計画からは除いています。 

 
（28）前期末支払資金残高 

前年度からの繰越金であり年度当初の資金繰りに備え必要額を計上しています。 
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４.その他の科目における指針 
（1）当期末支払資金残高の基準額 

期末時点でいくらの支払資金（運転資金）が残っているかを示しており、次年度への繰越金
になります。本会では、その運転資金を確保するため、予算積算時に収支差額という形で、予
算の確保を行っております。令和 2年度予算では収支差額を 130,000千円確保しています
が、次年度の予算積算及び資金運用を円滑にするためにも、毎月の支出費用総額の 2か月分は
確保していくことが重要となります。ただし、あくまでも当期末支払資金残高（収支差額）は
予算積算上の数値であり、実際の予算運用としては財政調整基金から取崩し保有している
80,000千円と生活安定資金の原資 15,710千円、2ヶ月遅れで入ってくる介護報酬（障害福
祉サービス含む）の約 112,000千円を合算した 207,000千円を確保できれば安定した経常活
動が見込めます。 
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登米市社会福祉協議会 財政状況の推移（第 3次） 

【法人全体】                             （単位：千円） 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
会費収入 29,147 29,147 29,147 29,147 29,147
寄附金収入 3,117 3,117 3,117 3,117 3,117
経常経費補助金収入 105,643 105,643 105,643 105,643 105,643
受託金収入 173,781 173,781 164,766 164,766 164,766
貸付事業等収入 15,710 15,710 15,710 15,710 15,710
事業収入 14,174 14,174 12,203 12,203 12,203
介護保険事業収入 614,992 614,992 614,992 614,992 614,992
就労支援事業収入 5,099 5,150 5,202 5,254 5,307
障害福祉サービス等事業収入 76,323 76,323 76,323 76,323 76,323
受取利息配当金収入 59 59 59 59 59
その他の収入 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161
事業活動収入計(1) 1,039,207 1,039,258 1,028,324 1,028,376 1,028,428
人件費支出 756,581 754,285 754,348 750,547 735,987
事業費支出 199,679 200,078 197,968 198,364 198,761
事務費支出 58,756 58,756 58,743 58,801 58,860
就労支援事業支出 1,128 1,139 1,151 1,162 1,174
利用者負担軽減額 570 570 570 570 570
貸付事業支出 15,710 15,710 15,710 15,710 15,710
助成金支出 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267
支払利息支出 2,942 2,724 2,505 2,287 2,068
その他の支出 727 727 727 727 727
流動資産評価損等による資金減少額 150 150 150 150 150
事業活動支出計(2) 1,044,510 1,042,407 1,040,139 1,036,586 1,022,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 5,303 △ 3,149 △ 11,815 △ 8,210 6,154
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0

施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 13,236 13,236 13,236 13,236 13,236
固定資産取得支出 3,000 0 0 0 0

施設整備等支出計(5) 16,236 13,236 13,236 13,236 13,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 16,236 △ 13,236 △ 13,236 △ 13,236 △ 13,236
積立資産取崩収入 19,327 16,109 15,890 15,672 15,453
拠点区分間繰入金収入 96,803 97,721 98,567 99,522 100,496
その他の活動による収入 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 116,130 113,830 114,457 115,194 115,949
積立資産支出 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400
拠点区分間繰入金支出 96,803 97,721 98,567 99,522 100,496
その他の活動による支出 25,482 25,609 26,377 26,435 25,779
その他の活動支出計(8) 142,685 143,730 145,344 146,357 146,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 26,555 △ 29,900 △ 30,887 △ 31,163 △ 30,726

0 0 0 0 0
△ 48,095 △ 46,285 △ 55,938 △ 52,609 △ 37,809

280,000 231,905 185,621 129,682 77,073
231,905 185,621 129,682 77,073 39,264

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

支
出

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘定科目（大区分）

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
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Ｒ２．登米市社会福祉協議会 

事業アンケート結果 

 

１．目的 

  登米市社会福祉協議会では、各種事業に対する住民意識・ニーズを把握し、

より良い事業になるよう見直しを行い、住民ニーズに対応した事業運営に

反映することを目的に実施します。 

 

２．実施日 

  令和２年７月１日～８月３１日 

 

３．実施項目 

①地域福祉教育推進事業アンケート 

②配食サービスボランティアアンケート 

③ミニデイサービス・シニアサロン事業アンケート 

④高齢者趣味活動アンケート 

⑤子育て支援事業アンケート 

⑥福祉教育アンケート 

４．アンケート結果報告 

 
 

-55-

− 55−



 

 
265  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 
2.9％ 

女性 
97.1％ 

 
回答者の役職 Ｑ1 

行政区長 
85.3％ 

福祉活動推進員 
13.2％ 

自治会長 
0.8％ 

その他 
0.8％ 

 
社協会費について（1 世帯/1,200Ｑ2 

高い 
26.8％ 

妥当である 
73.2％ 

安い・もっと高くても良い…0％ 

 
 Ｑ3 

はい 
84.9％ 

いいえ 
15.1％ 

0.0% 10.0% 20.0%

申請が手間（分かりにくい）…23.5％ 

基本事業が分かりにくい…20.6％ 

その他…20.6％ 

地区活動がないので難しい…11.8％ 

行政区内に複数の自治会…11.8％ 

選択事業が分かりにくい…5.9％ 

助成金額に不満…5.9％ 

Ｑ５で｢いいえ｣と答えた理由 Ｑ4 

その他の理由 
・土日に手続きできない。 
・何に使ったら良いか分からない。 
・前任者からの引継ぎがない。 
・新しく役を引き受けたため。 
 

 
 Ｑ5 

 
 Ｑ6 

わかりやすい 
57.0％ 

難しい 
8.9％ 

どちらともいえない 
34.1％ 

はい 
90.7％ 

いいえ 
9.3％ 
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 関係者・機関との交流 

・民生委員、行政区長、福祉活動推進員、地域包括、警察（交番）などと連携を取りながら行って 

いる。 

・留守宅は、ふれあいセンターで行っている「浅水地区行政区見守り防犯防災巡視活動」で、月３ 

回センターへ報告している。 

・民生委員との情報交換がもっと必要である。 

・支援してくれる方には、少ないが助成している。 

・行政や福祉へつないでいる。（相談先が分からないとの声が多い。） 

・個人情報守秘義務の上、区長、民生委員へ情報提供してほしい。（全体的に情報が少なく、思うよ 

うにできない。） 

・地域関係の希薄化が進んでおり、隣人の和を維持する難しさを感じることがある。 

・困難ケースが多く、対応に苦慮している。 

 
小地域ネットワークについて Ｑ10 

 
助成金額は妥当ですか？ Ｑ7 

はい 
81.7％ 

いいえ 
18.3％ 

 助成対象地域について、どの範
囲が妥当だと思いますか？ 

Ｑ8 

 
Ｑ9 本事業を今後も続けてほしいですか？  

行政区単位 
78.9％ 

自治会（町内会）
単位 

17.9％ 

コミュニティ 
単位 

3.2％ 

続けてほしい 
89.4％ 

必要ではない 
3.7％ 

改善が必要 
6.9％ 

知っている 
88.1％ 

知らない 
11.9％ 

地域で気がかりな方の見守り活動等について、地域の実情をお聞かせ下さい。 Ｑ11 

①小地域ネットワーク事業

のことを知っていますか？ 

います 
74.8％ 

いません 
25.2％ 

②地域内に対象者は 

 いますか？ 
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・世帯数の少ない行政区だが、区内交流機会を作るようにしている。 

・普段の交流が少なくなっている。特に男性。 

・近所の人たちがお茶飲みに行っている。 

 自然な見守り 

・近所の人々の声掛けを大切にしている。 

・組織的にというよりも、日常的に活動している。 

・特別な活動はしていないが、日頃の配布時や、朝夕の散歩の時に声がけ。 

・いかにも「やっている」と思われるのが嫌がるので、さりげなく訪問している。 

・ウォーキングをしながら見守りしている。 

その他 

・計画的な見守りは難しく、老人クラブ団体で立ち上げてもいいのではないか。 

・公的機関によるデイサービス等の介護サービスがあるため、必要性を感じない。 

・本行政区には、幼稚園、保育園、老健、介護施設等があるので、特に防犯・防災に要注意。 

・高齢化が進んでおり、他人を見守る「ゆとり」がなくなっている。 

・高齢者が多くなってきており、見守る人達も高齢となってきている。 

 

 

 

・地域での「つなぎ役」として、地域福祉推進員をしっかり位置付けてはどうか。 

・組織力はマンパワーと思う。取り扱いメニューが多岐に亘っており十分な成果が得られておりま 

すか。職員の任用形態が特殊で戸惑うこと多いです。 

・登米市とコンタクトを取り、改革していく必要がありますね。 

・行政とは異なり、自由な発想の元に取り組める活動であってほしい。 

・ボランティア育成事業に、ライフアップ講座等はもっとやってもいいのでは。 

・社協を理解している人は少ないと思う。難しいと思うが、事業内容の必要性のアピールをお願い 

したい。 

・以前はミニデイに常時来てくれていたが、最近は社協が遠い感じがする。 

・地域福祉教育推進事業は、会費を財源としているので、社協（福祉）に関する事業を行ったもの 

に対し助成金を支払うべき。 

 会費に関すること 

・会費は高い。区会費の半分が会費となっている。区行事を抑えている状況である。 

・会費の減額を要望します。（隣市との比較は？） 

・個人の賛助、特別会費を納入した者に、一般会費まで求めるのはどうかと思う。 

・社協が地域に顔の見える活動が必要ではないか？会費の使途に疑義を持つ住民も多い。 

 コロナ禍に関すること 

・コロナ禍のミニデイのやり取りをもう少し発信してほしい。 

・コロナの関係で事業ができなくて、大変困っています。 

・コロナ禍、改善後あるいは今後の新生活への復帰等、社会活動にご指導願います。 

 行政に対して 

・もっと税金を投入するよう希望します。利用者は納税者であること、社協はボランティア団体で 

はダメです。これからが必要な団体です。 

社協への要望 Ｑ12 
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回答者のボランティア種別 Ｑ1 

調理ボラ 
66.2％ 

配達ボラ 
33.8％ 

年齢およびボランティア歴 Ｑ2 

平均年齢 
69.2歳 

平均ボランティア歴 
8.85年 
最高：30年以上 

 調理 配達 
平均年齢 69.2歳 69.7歳 
最高齢 85歳 85歳 
最年少 30歳 42歳 

 

ボランティアの活動頻度 Ｑ3 

毎 週

３ヵ月に１回

月に３回

２ヵ月に１回

月に２回

月に１回

0.0% 20.0% 40.0%

35.3％ 

31.4％ 

25.0％ 

5.1％ 

2.2％ 

1.0％ 

ボランティアを始めたきっかけ Ｑ4 

友人 
42.2％ 

自ら進んで 
22.2％ 

社協に誘われ 

21.9％ 

役をしていたから 

7.1％ 
その他 

6.6％ 

 

 

・衛生面、食中毒予防の強化研修 

・自家野菜（季節の旬の野菜）の調理実習 

・パンづくり、そば打ち 

・高齢者に対しての調理のポイント 

・専門店の方を講師にした研修 

・古民家レストランなどへの移動研修 

・移動研修（他の配食サービスの見学） 

・交通安全、緊急時の対応の方法 

・安否確認の上手な仕方 

・人と人との接し方 

・ボランティア同士の交流会 

・利用されている方の状況共有会 

参加してみたい研修は？ Ｑ5 
ボランティアを始めたきっＱ5 
費用弁償 400 円について Ｑ6 

適当・問題なし 

60.0％ 
不要 

16.3％ 

わからない 

11.8％ 

安い 

9.8％ 
高い 

2.0％ 

その他意見 
・食数に応じた金額を。 
・費用弁償は不要なので、食材に使ってほしい。 
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回答者のボランティア種別 Ｑ1 

調理ボラ 
66.2％ 

配達ボラ 
33.8％ 

年齢およびボランティア歴 Ｑ2 

平均年齢 
69.2歳 

平均ボランティア歴 
8.85年 
最高：30年以上 

 調理 配達 
平均年齢 69.2歳 69.7歳 
最高齢 85歳 85歳 
最年少 30歳 42歳 

 

ボランティアの活動頻度 Ｑ3 

毎 週

３ヵ月に１回

月に３回

２ヵ月に１回

月に２回

月に１回

0.0% 20.0% 40.0%

35.3％ 

31.4％ 

25.0％ 

5.1％ 

2.2％ 

1.0％ 

ボランティアを始めたきっかけ Ｑ4 

友人 
42.2％ 

自ら進んで 
22.2％ 

社協に誘われ 

21.9％ 

役をしていたから 

7.1％ 
その他 

6.6％ 

 

 

・衛生面、食中毒予防の強化研修 

・自家野菜（季節の旬の野菜）の調理実習 

・パンづくり、そば打ち 

・高齢者に対しての調理のポイント 

・専門店の方を講師にした研修 

・古民家レストランなどへの移動研修 

・移動研修（他の配食サービスの見学） 

・交通安全、緊急時の対応の方法 

・安否確認の上手な仕方 

・人と人との接し方 

・ボランティア同士の交流会 

・利用されている方の状況共有会 

参加してみたい研修は？ Ｑ5 
ボランティアを始めたきっＱ5 
費用弁償 400 円について Ｑ6 

適当・問題なし 

60.0％ 
不要 

16.3％ 

わからない 

11.8％ 

安い 

9.8％ 
高い 

2.0％ 

その他意見 
・食数に応じた金額を。 
・費用弁償は不要なので、食材に使ってほしい。 
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協力可能な時間帯は？ Ｑ7 協力可能な範囲は？ Ｑ8 

9時～12時 

59.1％ 
13時～16時 

26.8％ 

16時～18時 

14.1％ 

町内のみ 

81.5％ 

隣町まで 

12.4％ 

市内全域 

12.4％ 

 

 

（良かったこと） 

・料理方法が学べ、地域サロンで利用できる。  

・利用者に喜んでもらえる。 

・ひとり暮らしの方の安否確認と、少しの

時間でも会話ができること。 

・高齢者のお宅の実態把握になっている。 

（不安なこと） 

・食中毒や、今回のコロナウィルス。 

・メニューが多いと時間内に出来上がるか。  

・60 歳代がいないので、後継者に不安。 

・配達途中での交通事故。（大雨や大雪） 

・不在の時、配達時に返答がない時。 

配食ボランティアをしていて 
良かったこと・不安なこと 

Ｑ10 配食ボランティアに友人・知人
を誘ったことはありますか？ 

Ｑ9 

はい 
56.2％ 

いいえ 
43.8％ 

 

 

・コミュニティとの連携強化。 

・利用者とボランティアの交流があっても 

いいのかな。 

・弁当は見た目も大事。メニューに工夫を！ 

・費用弁償の印鑑は必要か？  

・２回の調理ボランティアをしましたが、

ボランティアというよりも仕事でした。 

・欠員が出た場合に、これまで同様の補充

をお願いします。（ボランティアの開拓

も） 

・お互いにコロナ対策を万全に頑張りましょう。 

・担当職員が気持ちの良い人で、楽しく活

動しています。 

社協への要望 Ｑ11 ボランティアさんに聞きま
した 

Ｑ12 

３０食作るのに 

必要なボランティア数 

5.６人 

理想的な配達件数と時間 

5.8 個 

＝55 分 

回答数値を平均した数値で示しております。 
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参加者（回答者：1,071 人） ボランティア（回答者：558 人） 

参加者の年齢層 Ｑ2 

参加者の性別 Ｑ1 ボランティアの性別 Ｑ1 

女性 
87.2％ 

男性 
12.8％ 

女性 
84.3％ 

男性 
15.7％ 

ボランティアの年齢層 Ｑ2 

80代 
45.2％ 

70代 
35.9％ 

60代 
12.3％ 

90代～ 

6.3％ 
60代未満 

0.3％ 

70代 
47.7％ 60代 

38.4％ 

80代 
10.3％ 

60代未満 

3.6％ 

やってみたい活動は？ Ｑ3 

お茶飲み

これまで同様

体操

ゲーム

移動ミニデイ

カラオケ

演芸鑑賞

制作活動

子ども達との交流

その他

0.0% 10.0% 20.0%

ボランティアの内容は？ Ｑ3 

17.9％ 

17.3％ 
10.6％ 
8.8％ 

8.0％ 
7.6％ 

6.6％ 
2.9％ 

0.4％ 

調理・料理 
31.8％ 

進行 
28.9％ 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 
27.0％ 

その他 

12.3％ 19.9％ 
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参加費はいくらですか？ Ｑ5 

会場までの移動手段 Ｑ4 会場までの移動手段 Ｑ4 

 Ｑ5 

徒歩 
41.9％ 自家用車 

68.7％ 
自家用車 
36.4％ 

送迎されて 
11.6％ 

自転車 

9.4％ 

バス 
0.6％ 

タクシー 
0.1％ 

徒歩 
22.0％ 

自転車 

7.3％ 

送迎されて 
1.5％ 

バス 
0.4％ 
タクシー 
0.2％ 

500円以上 
42.6％ なし 

37.5％ 

200円 
8.9％ 

300円 
5.9％ 

100円 
3.9％ 

400円 
1.3％ 

後継者不足 
79.3％ 

何をしたら良いか 
分からない 
11.9％ 

その他 
8.9％ 

 Ｑ6 

1回

2回

2ヵ月に1回

3回

4回

3ヵ月に1回

1.5回

11回

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

62.6％ 
28.6％ 

3.8％ 

1.4％ 

1.4％ 

1.3％ 

0.8％ 

0.1％ 

参加したことのある研修は？ Ｑ6 

どちらもない 
53.7％ 

和話輪研修 
37.0％ 

元気応援ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 
9.3％ 
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コロナ禍の過ごし方 Ｑ7 コロナ禍の過ごし方 Ｑ7 

散歩 
26.5％ 

散歩 
30.8％ 

畑仕事 
21.9％ 

畑仕事 
41.7％ 

体操 
11.6％ 

体操 
19.6％ 

ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ体操 

15.1％ 

ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ体操 
2.0％ 

脳トレ 
11.8％ 

脳トレ 

9.1％ 

その他 
3.5％ 

その他 
6.3％ 

 

 

・マスク着用、手洗いの励行。 

・人前に出る際に検温や消毒。 

・健康に敏感になった。 

・外出が怖くなり、外に出なくなった。 

・外出がなくなり、精神的に落ち込み。 

・孫の世話で自分の時間が取れなくなった。 

・人との交流機会がなくなり、非常に寂しい。  

・ミニデイもなくなり、みんなが元気でい

るか心配している。 

・ミニデイを開催するか悩む。 

・買い物の回数が少なくなった。 

・コロナ太り。 

・行動制限があり、家にいることが多い。 

 

 

・マスク着用、手洗いの習慣化。 

・出掛けることができなくなった。 

・温泉や旅行に行けなくなった。 

・人混みの多いところは避ける。 

・家にいることが多くなった。 

・交流が少なくなった。 

・友人や人との関りがなくなり、その大事

さを 痛感した。 

・健康管理を正しくするようになった。 

・体重が増えた。 

・買い物はまとめ買い。 

・コロナでピリピリしている。 

・冠婚葬祭が簡素化した。 

コロナ前後で変わったこと Ｑ8 コロナ前後で変わったこと Ｑ8 

 

 

・男性の参加が少ないので、呼び掛けの方

法を皆さんに教えてほしい。 

・３密の中での活動の在り方、アイデア等

をご教授してほしい。 

・区長も関わるようなミニデイの進め方を

お願いしたい。 

・若い世代(60～70 歳代）と一日も早く合

流出来る良い知恵はないか。 

・コロナがダメと決めつけない！ちゃんと

対策を講じて開催できるよう工夫を！  

・話し合いをもって実態を把握し問題点、

今後の在り方について検討していただき

たい。 

 

 

・ミニデイやサロン事業の存在価値は大き

いと思うので、工夫して推進してほしい。 

・パンフレット等で、他町の情報、脳トレ

等があったらいいと思います。 

・シニアサロン活動を、積極的に回数を増

やしてもらうことを希望します。  

・コロナで買い物が大変です。買い物支援を！ 

・自粛が必要ですが、この間に老人が楽し

むアイデアを！ 

・補助金が少ない。 

・60 代になってから社協の活動を知った

ので、他の世代にも広く知らせるようアイ

デアを！  

社協への要望 Ｑ9 社協への要望 Ｑ9 
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・カラオケ  ・自然散策  ・オカリナ 

・書道  ・陶芸  ・フラダンス 

・コーラス  ・茶道  ・手芸 

・着物リメイク  ・クラフト教室 

・メイク講座  ・カラー講座 

・美文字  ・日曜大工   

 

参加者の年齢層 Ｑ1 

60歳代 
31.3％ 

80歳代 
14.5％ 

70歳代 
54.2％ 

 
参加者の性別 Ｑ2 

男性 
2.9％ 

女性 
97.1％ 

 
参加したきっかけは？ Ｑ3 

友人 
36.1％ 

社協 
24.1％ 

知人 
20.5％ 

チラシ 
15.7％ 

その他 
3.6％ 

参加したことのある講座 Ｑ4 

陶芸 23 人 
絵手紙 
手芸 
生け花 
書道・料理 
茶道 

ﾌﾗﾀﾞﾝｽ･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 
舞踊･ﾀﾞﾝｽ

 
 着物ﾘﾒｲｸ 

大正琴 
ｸﾗﾌﾄ教室･ﾏｰｼﾞｬﾝ･美文字･ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ 
ｶﾗｵｹ･ｺｰﾗｽ･ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ･ﾖｶﾞ･園芸･筆ﾍﾟﾝ 

22 人 

21 人 
17 人 

9 人 
8 人 
7 人 
6 人 

5 人 
4 人 

2 人 
1 人 

参加してみたい講座は？ Ｑ5 
 

参加しやすい年会費額は？ Ｑ6 

500円 
6.1％ 

2,000円 
48.5％ 

1,000円 
19.7％ 

2,500円 

12.1％ 

3,000円 

10.6％ 
無料 

1,500円 

1.5％ 

【社協への要望】 
障がいを持っています。参加することが中々
難しいので、目線を変えて障がい者用講座の
検討をお願いします。 
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社協を知っていましたか？ Ｑ1 

いいえ 
３4人 

はい 
７５人 

Ｑ2 

子育て支援金事業を知った
きっかけは？ 

Ｑ4 

健診時 
８４人 

社協だより 
支所だより 
１２人 

その他 
（父より・広報とめ） 

１０人 

支援金額は妥当ですか？ Ｑ5 

はい 
１０１人 

いいえ 
４人 

Ｑ6 

はい 
1０８人 

社協事業の資料は見ていた
だけましたか？ Ｑ7 

はい 
９１人 

いいえ 
１６人 

子育て支援として望むこと
は何ですか？ 

Ｑ8 現在どんなところに出かけ
ていますか？ 

Ｑ9 

子育てサークル等に参加
していますか？ 

Ｑ10 

Ｑ1 

本事業を今後も続けてほし
いですか？？ 

社協事業は社協会費と赤い羽根
共同募金が財源であることを知
っていましたか？ 

Ｑ3 社協事業を知っていますか？ 

はい 
８人 

少しは知っている 
４５人 

いいえ 

５６人 

交流の場 
６０人 

金銭的支援 
２８人 

学習の場 
１８人 

その他（全て） 
1人 

公園 
４６人 

児童館、 

支援センター等 

１４人 

スーパー、 

実家等 

８人 

コロナで自粛 
６人 

どんなサークル活動があれ

ば参加してみたいですか？ 
Ｑ11 子育てをしていて楽しい

こと嬉しいことは？ 
Ｑ12 

していない 
９９人 

親子で参加できる
交流の場 
１０人 

料理や物づく
り等の教室 

1３人 

情報交換の場 
４人 

こどもの笑顔 
３５人 

※Ｒ３.1月末現在 

いいえ 
５７人 

はい 
５１人 

している 
８人 

子どもの成長 
５０人 
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「福祉学習プログラム」は活用されてい

ますか？ 
Ｑ1 

社会福祉協議会に「福祉教育関係」で講

師を依頼したことがありますか？ 
Ｑ2 

 

講師依頼した内容はどのようなものでし

たか？（複数回答あり） 
Ｑ3 

 

キャップハンディの内訳 

講師依頼の内容はいかがでしたか？ Ｑ5 

 

社会福祉協議会以外に「福祉教育関係」

で講師を依頼したことがありますか？ 

 

Ｑ6 

 

 

はい 
２２校 

いいえ 
１２校 

はい 
２９校 

いいえ 
５校 

キャップハンディ 
１９校 

防災関係 
７校 

視覚障害 
７校 

聴覚障害 
２校 

下肢障害 
４校 

シニア体験 
５校 

盲導犬 
１校 

良かった 
２９校 

老人施設 
７校 障がい施設 

１校 

行政 
３校 

その他 
８校 

ない 
１９校 

-66-
− 66−



【今後福祉教育に取り入れてほしいプログラムはありますか】 

・日本及び外国のインクルーシブ教育の現状や比較をワークショップ等で体験するプログ

ラムもあると嬉しいです。 

・バリアフリー、障害スポーツ等、身近なキャップハンディ体験。 

・パラリンピックの種目にもなっている障害スポーツ。 

 

【社協への要望】 

・より良い教育活動が展開できるよう、今後ともいろいろな情報を教えて頂ければと思い

ます。  

・福祉学習プログラムの内容に含まれていないこと、例えば、コロナに関わる児童の疑問

などにも対応して頂ければと思います。  

・障害を持っている人（子ども）を対象とした内容があると利用しやすくなると思いま

す。  
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アンケート結果報告 

地域福祉教育推進事業アンケート 

①社協会費について 

 一般会費（１世帯/１，２００円）について、７３．２％が概ね妥当な金額であると回答。 

 一方、２６．８％の方が高いと回答しており、また自由記載においても行政区会費の大部分を社

協会費が占めており、他市町村との比較を行いご理解いただいた上で、気持ちよく協力いただけ

るよう福祉活動専門員会にて調査を行い、説明を行っていく。 

②地域福祉教育推進事業について 

 本事業を活用したことがあるかとの問いに対し、８４．９％が「はい」と回答している。一方で、

「行政区内に複数の自治会があり難しい。（地区行事が行政区単位ではなく、さらに小地域の自

治会単位での開催が常）」との意見もあり、要綱第３条の助成対象に、「自治会（町内会）」を追記

し、修正を図る。ただし、自治会（町内会）を単位とした際に、どれくらい予算増となるのか、

令和２年度に調査を行い、令和３年度からの施行予定とする。 

 また、令和２年度においては新型コロナウィルス拡大防止の観点から地区行事が自粛され、選択

事業が実施できないとの声も多く、緩和措置として今年度に限り基本事業のみの実施でも助成を

可とする。 

③福祉活動推進員の役割について 

 自由記載において、「地域での『つなぎ役』として、福祉活動推進員をしっかり位置付けてはどう

か」との意見があり、地域と社協の橋渡し役として認識されるよう今後更に周知を徹底していく。 

配食サービスボランティアアンケート 

①ボランティアの確保については、各支所でも困難な状況となっている。参加者からも「若い人が

いないので後継者に不安」という声も多く、ボランティア確保は当面の課題となっている。ボラ

ンティアを始めたきっかけとして「友人・社協に誘われて」が６４．１％を占め、一方で「友人・

知人を誘ったことはあるか」との問いに４３．８％が「いいえ」と答えている。ここに潜在して

いるボランティアがいると考え、まずは現在活動しているボランティアから友人・知人を誘って

もらい、同時に社協のネットワークを生かし、誘い込みを強化していく。 

ミニデイサービス・シニアサロン事業アンケート 

①実施回数については、月１回、月２回を合わせると９１．２％を占め、過度な回数増は求めずに、

現状の活動を「楽しく」「長く」続けてもらうよう支援を行っていく。また、「何をしたら良いか

分からない」との意見も多い為、必要に応じてレクリエーション支援や資材の提供を行う。 

②ボランティア（お世話人）の後継者不足が課題との回答も７９．３％と多く、「次の世代への引継

ぎが上手くいっている地区」「男性が多く参加している地区」などの情報を積極的に提供してい

くとともに、地域のキーパーソンへの働きかけを行っていく。 

③新型コロナウィルス拡大防止のため、地域の活動が自粛されていた。その為、外出機会がなくな

ったことにより精神的な落ち込みや、体重が増えたなどの変化が見られた。地域において集い場

が介護予防の場として定着し、心身の機能維持に効果があることが証明された形となった。 

高齢者趣味活動アンケート 

①高齢者を含むシニアライフの場、生きがい活動の場としての効果があり、公民館事業と奪い合い

にならにないよう配慮し、新規講座を開設していく。 

子育て支援事業アンケート 

①令和２年度より始まった事業であり、年間を通じてアンケート調査を行い、次年度へ繋げる。 
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第１条   この要綱は、社会福祉法人登米市社会福祉協議会（以下「本会」という。）委員会設置規程第
２条第２項に基づき、地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置し、登米市にお
ける地域福祉の推進と、本会の事業の充実・強化及び体制の確立を目指すことを目的とする。

第５条　委員の任期は、委員会の設置期間までとする。

２　補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会　議）

第６条　委員会は、策定計画に従い開催するものとする。

２　会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

３　委員会は、委員の過半数以上の出席がなければその会議を開くことができない。

第４条　委員会に委員長及び副委員長１名を置く。

２  委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。

３　委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

社会福祉法人登米市社会福祉協議会
地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

令和２年６月１日制定

（目　的）

（任　期）

（７）ボランティア活動を行う団体の代表

（８）ボランティア協力校の代表

（９）学識経験者

（10）その他会長が必要と認める者

（委員長及び副委員長）

（３）行政社会福祉関係機関の代表

（４）民生委員児童委員の代表

（５）社会福祉事業を経営する者、または、社会福祉関係団体の代表

（６）当事者団体の代表

（１）本会各部会委員の代表

（２）地域で福祉活動を実践している者

（２）地域福祉活動計画の策定

（３）その他、本会会長が必要と認める事項

（委　員）

第３条　委員会は、委員２０名以内をもって組織する。

２　委員は、当該区域の次に掲げる者の中から会長が委嘱する。

（役　割）

第２条　委員会は、本会会長から次に掲げる諮問事項を、調査・審議する。

（１）地域福祉活動計画策定に必要な実態やニーズの把握、問題・課題の整理及び分析等
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№

地域包括支援センター

本会　介護福祉部会長

地区福祉活動実践者

地区福祉活動実践者

地区福祉活動実践者

地区福祉活動実践者

選出区分
本会　地域福祉部会長
（本会副会長）

本会　副会長

本会　総務部会長

行政社会福祉関係機関の代表
（市民生活部次長）
ボランティア協力校
（豊里小中学校校長）
当事者団体
（ハートウエーブ代表）
民生委員児童委員の代表
（登米市民生児童委員協議会会長）
ボランティアを行う団体の代表
（登米市ボランティア協会会長）

地区福祉活動実践者

石　井　知香子

石　越

米　山

豊　里

迫

登　米

東　和

南　方

津　山

南　方

豊　里

迫

津　山

迫

中田・石越

小　橋　三　男

皆　川　榮　幸

15

副委員長

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 委 員 長 菅　原　晴　男 中　田

2

3

4

5

千　葉　博　行

千　葉　春　利

及　川　英　一

佐　藤　弘　子

氏　名 地　区

伊　藤　哲　朗

佐　藤　竹　史

田　口　俊　郎

佐々木　美佐子

佐　藤　　　豊

大　場　正　浩

伊　藤　多恵子

附　則

１　この要綱は、令和２年６月１日から施行し、計画策定を完了した日をもって廃止する。

第10条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協議し決定する。

第3次登米市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿
役　職

第８条　委員会の事務局は、本会本部に置く。

（設置期間）

第９条　委員会の設置期間は、計画策定終了までとする。

（その他）

（関係者の出席要求）

第７条　委員会が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

２　本計画を策定するにあたり、委員会にアドバイザーを置くことができる。

（事務局）
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月日 会議名
4月20日 支所長会議①
5月11日 福祉活動専門員会議（全体会議）①
5月28日 福祉活動専門員会議（１班会議）①
5月20日 支所長会議②　総務検討委員会①　事業検討委員会①
6月4日 支所長会議③　事業検討委員会②
6月8日 福祉活動専門員会議（２班会議）①

6月15日 福祉活動専門員会議（全体会議）②
6月18日 支所長会議④　総務検討委員会②　事業検討委員会③
7月2日 策定委員会①

7月13日 福祉活動専門員会議（全体会議）③
7月20日 支所長会議⑤　総務検討委員会③　事業検討委員会④
7月27日 福祉活動専門員会議（２班会議）②
7月29日 福祉活動専門員会議（１班会議）②
8月6日 地域福祉部会①

8月20日 支所長会議⑥　事業検討委員会⑤
8月17日 福祉活動専門員会議（全体会議）④
9月15日 福祉活動専門員会議（全体会議）⑤
9月17日 支所長会議⑦　事業検討委員会⑥
9月23日 総務検討委員会④
10月5日 総務検討委員会⑤　事業検討委員会⑦
10月6日 事業検討委員会⑧

10月12日 福祉活動専門員会議（全体会議）⑥
10月19日 策定委員会②
10月20日 支所長会議⑧
10月27日 地域福祉部会②
11月16日 福祉活動専門員会議（全体会議）⑦
11月19日 支所長会議⑨　総務検討委員会⑥　事業検討委員会⑨
12月4日 支所長会議⑩

12月16日 福祉活動専門員会議（全体会議）⑧
12月18日 支所長会議⑪　総務検討委員会⑦　事業検討委員会⑩
1月14日 福祉活動専門員会議（全体会議）⑨
1月19日 策定委員会③
1月20日 支所長会議⑫　総務検討委員会⑧　事業検討委員会⑪
2月16日 地域福祉部会③
2月17日 福祉活動専門員会議（全体会議）⑩
2月18日 支所長会議⑬　総務検討委員会⑨　事業検討委員会⑫
2月19日 策定委員会④
3月5日 理事会

第3次地域福祉活動計画策定までの経過
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各支所等 
迫 支所 ℡ 0220(22)3537 ／ 登米支所 ℡ 0220(52)4889 ／ 東和支所 ℡ 0220(45)2139  
中田支所 ℡ 0220(34)2030 ／ 豊⾥支所 ℡ 0225(79)1135 ／ 米山支所 ℡ 0220(55)2644 

  石越支所 ℡ 0228(34)2501 ／ 南方支所 ℡ 0220(58)5303 ／ 津山支所 ℡ 0225(68)2161 
登米地域福祉サポートセンター(まもりーぶ) ℡ 0220(21)5380 
米山地域包括支援センター（本所） ℡ 0220(29)5821  ／ 南方地域包括支援センター ℡ 0220(58)4311 

介護保険サービス事業所 
  中田居宅介護支援事業所  ℡ 0220(35)1218 ／ 米山居宅介護支援事業所  ℡ 0220(55)4030 
  石越居宅介護支援事業所  ℡ 0228(35)5571 
  東和デイサービスセンター ℡ 0220(44)4836 ／ 中田デイサービスセンター ℡ 0220(34)2030 

石越デイサービスセンター ℡ 0228(35)5572 ／ 米山デイサービスセンター ℡ 0220(55)5611 
訪問介護事業所（ホームヘルプサービス）℡ 0220(55)1065 
認知症高齢者グループホームほほえみ  ℡ 0228(35)5573 
特別養護⽼⼈ホーム「風の路」     ℡ 0228(34)4165 

障害福祉サービス事業所 
  ケアホーム「カーサにしき」       ℡ 0220(23)9632 

豊⾥福祉作業所「⼯房なかま」      ℡ 0225(76)1606 
南方福祉作業所「あやめ園」       ℡ 0220(58)3374 
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